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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月
売上高 (百万円) 47,422 51,089 67,755 76,725 79,153
経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 2,547 3,849 4,481 5,997 △548

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 1,134 3,301 4,281 5,075 △1,860

包括利益 (百万円) 718 4,017 5,781 4,742 △1,297
純資産額 (百万円) 26,161 30,219 35,823 37,142 36,309
総資産額 (百万円) 35,697 40,904 63,892 72,448 67,487
１株当たり純資産額 (円) 710.33 817.40 966.12 1,055.09 1,028.56
１株当たり当期純利益
金額又は当期純損失
金額(△)

(円) 30.83 89.69 116.32 142.43 △53.27

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

(円) － － 116.15 135.11 －

自己資本比率 (％) 73.2 73.6 55.7 50.9 53.1
自己資本利益率 (％) 4.3 11.7 13.0 14.0 △5.1
株価収益率 (倍) 31.8 14.9 9.6 7.7 －
営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △61 4,378 6,325 5,495 3,911

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 689 △2,238 △18,036 △2,915 △4,198

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △85 △180 9,036 1,002 △1,961

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 11,365 13,604 10,528 14,422 11,939

従業員数 (名) 4,160 4,286 5,305 5,927 6,103
 

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第43期及び第44期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

３　第47期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。

４　第47期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。

５　従業員数については、就業人員数を記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月
売上高 (百万円) 34,351 37,483 40,404 42,146 38,915
経常利益 (百万円) 1,941 3,850 6,205 6,921 247
当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 272 3,568 5,565 6,189 △1,492

資本金 (百万円) 12,944 12,944 12,944 12,944 12,944
発行済株式総数 (株) 40,213,388 40,213,388 40,213,388 37,246,388 37,246,388
純資産額 (百万円) 27,137 30,752 36,060 39,185 38,129
総資産額 (百万円) 34,648 38,744 54,658 64,027 61,569
１株当たり純資産額 (円) 737.28 834.66 976.14 1,113.58 1,080.82

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

－ 10.00 10.00 15.00 15.00

( 　－) ( 　－) ( 　 －) ( 　  －) ( 　 －)

１株当たり当期純利益
金額又は当期純損失
金額(△)

(円) 7.40 96.96 151.21 173.69 △42.73

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

(円) － － 150.98 164.79 －

自己資本比率 (％) 78.3 79.3 65.7 60.8 61.2
自己資本利益率 (％) 1.0 12.3 16.7 16.5 △3.9
株価収益率 (倍) 132.4 13.8 7.4 6.3 －
配当性向 (％) － 10.3 6.6 8.5 －
従業員数 (名) 2,003 2,017 2,050 2,223 2,278

 

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第43期及び第44期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

３　第47期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。

４　第47期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。

５　従業員数については、就業人員数を記載しております。
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２ 【沿革】

昭和44年３月 東京都新宿区に設立し、ウィッグの販売を開始しました。

昭和56年10月 東京都新宿区新宿三丁目に本社ビルを取得しました。

昭和59年６月 日信商事㈱を吸収合併し、その結果アデランス工芸㈱は当社の子会社となりました。

昭和60年８月 株式の譲受によりフォンテーヌ㈱を子会社としました。

昭和60年９月 当社株式を店頭登録有価証券として(社)日本証券業協会東京地区協会に登録しました。

昭和61年10月 タイ現地法人Aderans Thai., Ltd.を設立しました(現連結子会社)。

昭和62年１月 当社株式を東京証券取引所市場第二部に上場しました。

昭和63年３月 東京都新宿区新宿一丁目に本社を移転しました。

昭和63年12月 当社株式を大阪証券取引所市場第二部に上場しました。

平成２年１月 台湾現地法人愛德蘭絲股份有限公司を設立しました(現連結子会社)。

平成４年１月 オランダ現地法人Aderans Europe B.V.を設立しました(現連結子会社)。

平成６年11月 米国現地法人Aderans Holding Co.,Inc.(現Aderans America Holdings,Inc.)を設立しました

(現連結子会社)。

平成８年９月 アデランス工芸㈱を吸収合併しました。

平成９年７月 一単位株式を千株から百株に変更しました。

平成９年８月 当社株式を東京証券取引所市場第一部および大阪証券取引所市場第一部に上場しました。

平成10年12月 第三者割当増資の引受けにより㈱中条ゴルフ倶楽部を子会社としました。

平成12年５月 韓国現地法人Aderans Korea, Inc.を設立しました。

平成13年８月 株式の譲受によりBosley Medical Institute,Inc. (現Bosley,Inc.) (米国法人)をAderans

Holding Co.,Inc.(現Aderans America Holdings,Inc.)の子会社としました(現連結子会社)。

平成14年１月 フィリピン現地法人Aderans Philippines, Inc.を設立しました(現連結子会社)。

平成14年９月 シンガポール現地法人Aderans Singapore Pte.Ltd.を設立しました。

平成17年12月 中国現地法人Aderans(Shanghai) Co., Ltd.(現連結子会社)を設立しました。

平成18年７月 中国現地法人Aderans(Shanghai) Trading Co., Ltd.(現連結子会社)を設立しました。

平成18年９月 ㈱ヘアトラストホールディングスを設立しました。

平成18年10月 マレーシア現地法人Aderans Malaysia Sdn Bhdを設立しました。

平成19年９月 純粋持株会社へ移行し㈱アデランスホールディングスに商号変更しました。

毛髪関連事業を承継した㈱アデランスを設立しました。

平成22年９月 ㈱アデランスおよびフォンテーヌ㈱を吸収合併し、㈱ユニヘアーに商号変更しました。

平成22年９月 東京都新宿区荒木町13番地４(現所在地)に本社を移転しました。

平成23年７月 ㈱アデランスに商号変更しました。

平成24年９月 株式の譲受によりLe Nouvel Espace Beauté SA（仏国法人）をAderans France SASの子会社と

しました（現連結子会社）。

平成25年４月 株式の譲受によりHC (USA), Inc.（米国法人）をAderans America Holdings, Inc.の子会社と

しました（現連結子会社）。

平成26年５月 ラオス現地法人Aderans Lao.,Ltd.（現連結子会社）を設立しました。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社並びに当社の子会社53社(連結子会社51社、非連結子会社２社)及び関連会社２社の合計56社

で構成され、主にウィッグの生産・販売やヘア・トランスプラント(毛髪移植)サービスなどの毛髪関連事業を営んで

おります。

国内においては、当社が、一般顧客向けの毛髪に関する製品・サービスをアデランス事業（オーダーメイド）およ

びフォンテーヌ事業（レディメイド）として事業活動を展開しております。

海外においては、ボズレー事業として主に一般顧客向けに「ボズレー」のブランドでヘア・トランスプラントサー

ビスを展開しております。また、海外ウィッグ事業として、米国、欧州、アジアにある販売拠点を通じて全世界に

ウィッグを販売しております。ウィッグの生産につきましては、アジア(タイ、フィリピン、ラオス)が当社グループ

の生産拠点となっております。

以上に記載しました事業の系統図は、以下のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容 その他

(連結子会社)       
Aderans America Holdings,Inc.
　　　　　　　　　　　(注)２

米国ニュー
ヨーク州

98,000
千米ドル

持株会社 100
役員の兼務あり
資金援助あり

―

Aderans Hair Goods, Inc.
米 国 デ ラ
ウェア州

100
千米ドル

かつらの販売
100
(100)

当社商品の販売あり
役員の兼務あり

Aderans America
Holdings,Inc.
100％所有

BosHC Co.
米 国 デ ラ
ウェア州

0
千米ドル

持株会社
100
(100)

役員の兼務あり
Aderans America
Holdings,Inc.
100％所有

Bosley, Inc.　 　　　　(注)３
米国
カリフォル
ニア州

18
千米ドル

ヘア・トラン
ス プ ラ ン ト
サービス

100
(100)

役員の兼務あり
BosHC Co.
100％所有

HC (USA) Inc.　　　　　(注)４
米国
フロリダ州

0

千米ドル
持株会社

100
（100)

役員の兼務あり
BosHC Co.
100％所有

Hair Club for Men, LLC
米 国 デ ラ
ウェア州

-
千米ドル

かつらの販売
100
(100)

―
Hair Club for
Men, Ltd., Inc.
100% 所有

Aderans Europe B.V.　　(注)２

オランダ
カベルアン
ドイゼール
市

15,000
千ユーロ

持株会社 100
役員の兼務あり
資金援助あり

―

Aderans Germany GmbH
ドイツ
ケルン市

800
千ユーロ

かつらの販売
100
(100)

当社商品の販売あり
役員の兼務あり

Aderans Europe
B.V.
100％所有

Aderans France SAS
 

フランス
パリ市

2,000
千ユーロ

かつらの販売
100

(100)
当社商品の販売あり

Aderans Europe
B.V.
100％所有

Aderans Benelux B. V.

オランダ
カベルアン
ドイゼール
市

28
千ユーロ

かつらの販売
100
(100)

当社商品の販売あり
役員の兼務あり

Aderans Europe
B.V.
100％所有

Aderans UK Limited

イギリス
イースト　
サセックス
州

30
千ポンド

かつらの販売
100
(100)

当社商品の販売あり
役員の兼務あり

Aderans Europe
B.V.
100％所有

Aderans Sweden AB
スウェーデ
ン
マルメ市

100

千クローナ
かつらの販売

100
(100)

当社商品の販売あり
役員の兼務あり

Aderans Europe
B.V.
100％所有

愛德蘭絲股份有限公司
台湾
台北市

20,000

千新台湾

ドル

かつらの販売 100
当社商品の販売あり
役員の兼務あり
資金援助あり

―

Aderans(Shanghai) Co., Ltd.
中国
上海市

50,500
千人民元

かつらの販売 100
当社商品の販売あり
役員の兼務あり
資金援助あり

―

Aderans Thai.,Ltd.    (注)２
タイ
ブリラム県

170,000

千バーツ
かつらの生産 100

当社商品の仕入あり
役員の兼務あり

―

World Quality Co., Ltd.(注)２
タイ
サラブリ県

15,000

千バーツ
かつらの生産

100
(100)

当社商品の仕入あり
役員の兼務あり

Aderans Thai.,
Ltd.
100％所有

Aderans Philippines, Inc.
(注)２

フィリピン
パンパンガ
州

300,000

千フィリピ

ンペソ

かつらの生産 100
当社商品の仕入あり
役員の兼務あり
資金援助あり

─

Aderans Lao Co.,Ltd.
ラオス
サ ワ ン ナ
ケート県

5,600

千米ドル
かつらの生産 100 役員の兼務あり ―

その他連結子会社33社、持分法適
用関連会社２社

      
 

(注) １　議決権の所有割合欄の(　)内は間接所有割合を内書きで記載しております。
２ 特定子会社に該当します。
３ Bosley, Inc. については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％

を超えておりますが、セグメント情報の「ボズレー事業」の売上高に占める当連結子会社の売上高（連結会
社相互間の内部売上高を除く）の割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しておりま
す。

４ HC(USA) Inc. については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％
を超えております。
 主要な損益情報等 ①　売上高 20,406百万円
 ②　経常利益 25百万円
 ③　当期純利益 37百万円

 ④　純資産額 △810百万円

 ⑤　総資産額 26,036百万円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成28年２月29日現在)

セグメントの名称 従業員数(名)

アデランス事業（オーダーメイド） 1,052

フォンテーヌ事業（レディメイド） 795

ボズレー事業 469

海外ウィッグ事業 1,607

その他 2,074

全社(共通) 106

合計 6,103
 

(注) 従業員数は就業人員であります。

 

(2) 提出会社の状況

(平成28年２月29日現在)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

2,278 44 11.6 5,089,465
 

 

セグメントの名称 従業員数(名)

アデランス事業（オーダーメイド） 1,052

フォンテーヌ事業（レディメイド） 795

その他 325

全社(共通) 106

合計 2,278
 

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

当社国内の労働組合につきましては、平成21年10月に結成された全労連一般合同労組アデランスグループ支部、

平成22年2月に結成されたUAZオール・アデランスユニオン２労働組合が存在します。

２労働組合が存在するなかでも、団体交渉や労使協議会を公平かつ適切に開催し、健全な労使関係を維持向上す

べく努力しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策を背景に、企業収益や所得環境の改

善など緩やかな回復基調にあるものの、中国経済の減速や原油安などの影響により、依然として先行き不透明な状

況も続いております。

このような状況の下、当社グループは、経営ビジョン「グッドカンパニーの実現」を目指し、「CS（お客様の満

足）」、「ES（社員の遣り甲斐）」、「CSR（企業の社会的責任、社会からの信頼）」の三方よし経営を基本方針と

して、企業価値の向上に努めました。

当連結会計年度の売上高は791億53百万円（前期比3.2％増）となりましたが、アデランス事業の女性売上、フォ

ンテーヌ事業の売上が女性市場の拡大に伴い、競合他社や異業種が低価格帯ウィッグに参入したこと、消費税引き

上げの影響にて減収となったこと、中長期成長を見据え、女性ウィッグ市場において成長性の高い医療事業、ＧＭ

Ｓを中心とした店舗展開等に伴う人件費などの増加により、営業損失１億25百万円（前期は営業利益28億80百万

円）となりました。経常損失は５億48百万円（前期は経常利益59億97百万円）、当期純損失は18億60百万円（前期

は当期純利益50億75百万円）となりました。

 

セグメント別の概況は、次のとおりであります。

 
①　アデランス事業（オーダーメイド）

男性売上は、効率的な広告宣伝や来店促進のためのキャンペーン施策、お客様の定着促進の活動などを実施し

ましたが、各施策の効果が限定的となり、前年同期比で微減となりました。女性売上は、低価格帯のウィッグを

取扱う異業種の参入や競合他社の増加、更に消費行動の変化などにより、反響営業や展示会営業に影響が出たた

め、前期比で減収となりました。

その結果、アデランス事業の売上高は280億86百万円（前期比5.6％減）となりました。営業利益は広告宣伝費

などの経費削減に努めましたが減収分を補えず、53億90百万円（前期比21.2％減）となりました。

②フォンテーヌ事業（レディメイド）

ＧＭＳにおいて、店舗数の増加により売上を伸ばしたものの、百貨店・直営店において、アデランス事業同様

に低価格帯のウィッグを取扱う異業種の参入や競合他社の増加などの影響を受けたことにより、フォンテーヌ事

業の売上高は83億円（前期比12.0％減）、営業利益は減収と将来成長するための投資としての新規出店に伴う人

件費などが増加したことで、90百万円（前期比94.8％減）となりました。

③ボズレー事業（ヘアトランスプラント）

ボズレー事業の売上高は、効率性を高めるために６月から稼動したコールセンターのシステムが12月まで不安

定な状況だったことから、ＴＶＣＭの問い合わせ、ならびに施術数が減少し、現地通貨ベースでは減収となりま

したが、為替の影響を受けたことにより、売上高は118億97百万円（前期比13.2％増）となりました。広告宣伝費

ならびに人件費が増加したことから、営業利益は１億41百万円（前期比69.4％減）となりました。

④海外ウィッグ事業

欧米、中国ならびに東南アジアで展開している海外ウィッグ事業の売上高は、米国市場ではHC(USA)Inc.ならび

にAHG社が順調に売上を伸ばし、さらに欧州市場では小売店の買収や医療用ウィッグの販売が堅調に推移したこと

から、売上高は283億88百万円（前期比17.9％増）となりました。営業損益はのれんと無形固定資産の償却負担が

あり、８億９百万円の営業損失（前期は営業損失８億92百万円）となりました。

⑤その他

成長基調にあるＥＣリテール事業、医療事業は増収となりましたが、美材ルート事業においてもアデランス事

業、フォンテーヌ事業同様、消費税増税後の影響や競争激化により苦戦しました。その他の事業区分の売上高は

24億80百万円（前期比15.5％減）、営業損失は８億30百万円（前期は営業損失３億17百万円）となりました。

 

EDINET提出書類

株式会社アデランス(E03098)

有価証券報告書

  8/100



 

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ24億82百万円減少し、119億39百万円

となりました。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、39億11百万円の収入（前期は54億95百万円の収入）となりました。主

な要因は、減価償却費43億46百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、41億98百万円の支出（前期は29億15百万円の支出）となりました。主

な要因は、有形固定資産の取得による支出25億44百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、19億61百万円の支出（前期は10億２百万円の収入）となりました。主

な要因は、長期借入金の返済による支出12億32百万円によるものであります。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社企業グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、また受注生産形態をとらない製品も多いた

め、セグメントごとに生産実績および受注実績を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

(1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績を示すと、次のとおりであります。

品目 生産高(枚) 前年同期比(％)

オーダーメイドウィッグ 103,748 97.5

レディメイドウィッグ 486,401 84.4

合計 590,149 86.5
 

(注)　当社グループは、小売販売および卸売販売を手掛けております。そのため取り扱う品種が多数あり販売価格に

よる表示が困難なため、生産枚数にて表示しております。　　　

 

(2) 受注実績

当連結会計年度の受注実績を示すと、次のとおりであります。

品目 受注高(百万円)
前年同期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同期比
(％)

オーダーメイドウィッグ 42,388 108.0 3,830 124.6
 

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

アデランス事業（オーダーメイド）　　 28,086 94.4

フォンテーヌ事業（レディメイド）　　 8,300 88.0

ボズレー事業 11,897 113.2

海外ウィッグ事業 28,388 117.9

その他 2,480 84.5

合計 79,153 103.2
 

(注) １　「その他」には、美材ルート事業、医療事業、ＥＣ事業等が含まれております。

２　セグメント間取引については、相殺消去しております。

３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当連結会計年度は、長引くユーロ経済の低迷と中国経済の減速、米国経済の回復遅延など、足元の不安定な為替

変動と株式市場の傾向が続く中、国内市場環境において、低価格帯のウィッグを取扱う異業種の参入や競合他社が

増加し、これまで以上の競争激化となり、特に女性部門において当社は苦戦いたしました。　

反面、海外におきましては、米国のボズレー社による植毛施術方法の充実、HC(USA)Inc.の女性市場での強化策、

欧州でのスモール企業のM&Aが着実に成果として現れ、結果としまして2015年度の販売会社の国内外売上構成比が、

国内48%、海外販社52%と逆転いたしました。

このような国内市場環境と、当社グループの内部環境を背景に、国内事業では市場の変化に対応すべく事業ドメ

インの拡大と事業ポートフォリオの最適化を目指し、既存事業では顧客定着活動を更に強化し、より効率的・効果

的な出店と広告販促費の投入、既存の競合他社や新規参入による競合他社に対抗すべく高品質・高機能商品から販

路の多様化でシェアを高めてまいります。

海外事業においては、米国HC(USA)Inc.の更なる女性市場でのプロモーション強化、重点エリアでの出店展開に傾

注し、ボズレー社の新たな植毛法の導入や植毛施術方法の効率強化は元より、医療事業の強みを活かした新事業・

サービスの開発にも注力してまいります。

欧州では引続き事業拡大を進めるためのM&Aを推進し、有望な未開拓エリアへの開拓とオーダーメイド事業の強化

による圧倒的なシェア拡大に努めてまいります。

アジアエリアでは、ＡＤ上海での出店展開に対して、スクラップ&ビルドでの利益体質への転換を重点課題とし、

新中期経営計画3ヵ年での黒字化を目指します。

ＡＤ台湾では、次世代のトータルヘアソリューションの発信基地として旗艦店の稼働を中心に、百貨店および路

面施設への新規出店や展示会の開催から更なるシェアの拡大とブランド認知の確立を強化してまいります。

また、生産子会社においてはタイ国、フィリピン国に加え2015年度に稼働しましたラオス国での自社工場を含め

て、更なる安定納期の確保と品質向上に努めてまいります。

当社グループは、2015年度の事業業績を踏まえまして、新中期経営計画を策定し、永続的な成長への変革として

3ヵ年の目標掲げました。

当社グループの利益体質強化への基盤といたしまして人材の教育と成長、拠店の充実と全拠店の利益化への変革

から、国内事業では緩やかながら堅実な成長を目指し、海外事業ではグローバルシェアの積極的拡大を企業目標と

いたしております。

また、企業グループの社会的責任を果たすため、ＣＳＲ活動にも積極的に取組み、永続的な企業成長の実現に向

けて、更にガバナンスを強化し、コンプライアンス体制の一層の強化、充実に努めてまいります。

 

４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断し

たものであります。

 

(1) 取扱商品

当社グループは、総合毛髪業の主たる事業として、髪に悩みを持つお客様を対象に、ウィッグ事業（当社、米

国・欧州・アジア各社）および育毛事業(当社、米国、中国、台湾）ならびにヘア・トランスプラント事業

（Bosley,Inc.）を営んでおります。

そのため、ウィッグが不要となる革新的な増毛技術および画期的な発毛特効薬などの開発がなされ市場に投入さ

れたとき、また、ヘア・トランスプラントをしのぐ医療技術が開発され、事業化されたときには、業績に与える影

響は重大なものとなります。

また、男性顧客の年代にも20歳代から30歳代が中心という特徴があり、日本国内における若年層の人口減少や薄

毛に対する意識の変化（スキンヘッドの流行など）が定着した場合は、当社グループの業績に影響を与えることが

予想されます。

 

EDINET提出書類

株式会社アデランス(E03098)

有価証券報告書

 10/100



 

(2) 生産および物流の拠点集中

① ウィッグの生産はタイおよびフィリピン並びにラオスの生産子会社を中心に、韓国、インドネシアなどでＯ

ＥＭによる分散生産を行っております。当社グループの商品は独自のノウハウを活用しておりますので、他社

商品での代替品をもってしてお客様に供給することは困難です。

そのため、生産にあたり、次の事柄が生じた場合にはお客様に商品のご提供ができなくなるとともに業績へ

の影響は重大なものとなる可能性があります。

・当該工場が天災、火災、労働争議、伝染病などにより操業不能になった場合。

・当該国の政情不安または経済要因の変動により、資材の調達もしくは商品の供給などに支障が生じた場

合。

また、海外の生産拠点につきまして、ラオス工場の本格稼働など、商品の安定供給、納期の短縮及び品質向

上に向けて取り組んでおりますが、生産工場の従業員確保が困難になった場合も同様に、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。

② 現在、国内物流拠点につきましては、効率化をはかる目的から、当社の物流センターを千葉県浦安市一箇所

に集約しているため、大規模災害等により交通手段が遮断、物流センターが全壊したような場合には、国内の

営業店舗および生産子会社との間におけるウィッグ等の受発注および物流業務に支障を来たし、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。

　

(3) 法的規制による影響および人材確保

①　当社の事業は、環境衛生法関係の理容師法・美容師法をはじめ、消費者契約法、特定商品取引法、割賦販売

法、景品表示法、特定電子メール法等の法的規制を受けております。

　　これらの法令が変更された場合や新たな法令の制定があった場合、その内容によっては、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。

　　特に、事業を営むにあたり、理容師法・美容師法による免許取得者を約900名雇用し、店舗の運営にあたっ

ておりますが、免許取得者の確保が困難になるような規制を受けたときには、要員不足によるお客様へのサー

ビス低下を来たし、更に店舗運営が困難になった場合には業績に影響を与える可能性が増大します。

② 米国ヘア・トランスプラント事業は、医療行為のため医師の確保が重要であります。

しかしながら、米国における医療行為は、各州毎に医師免許を持ち、許可された医師のみが医療行為に当た

ることができます。そのため州を越えた医師の派遣を行う際、当該医師が派遣先の州の医師免許を取得してい

ることが前提となりますので、州を越えた医師の派遣に支障を来たすような規制が新たに施行された場合は、

業績に影響を与える可能性があります。

　

(4) 情報管理（個人情報の漏洩）

① 当社の事業活動は、髪に悩みを持つ一般のお客様を対象としておりますので、お客様情報が漏洩した場合、

お客様への心理的な影響が大きく、営業活動において重大な影響がでる可能性があります。

また、お客様情報に関してコンピューターネットワークシステムに対する依存度が高く、天災、人災により

サーバー内の記録を喪失した場合も同様であります。

② 米国でのヘア・トランスプラント事業において被施術者の個人情報が漏洩することは、子会社の医療サービ

ス法人としての経営に支障をきたすこととなり、当社グループの業績に影響が出る可能性があります。

　

(5) 研究開発

髪に悩みを持つお客様の気持ちを解消することを目的として、当社は国立大学の研究機関と共同で、新商品の開

発や毛髪再生の研究に資金を投入しております。

しかしながら、その研究や開発の期間が長期化する可能性などの予測が現段階ではできないため、将来の収益に

貢献できるかについては不確定要素を含んでおります。

　

(6) 海外事業展開

当社グループが海外事業を推進していくうえで、海外各国の文化的・宗教的な違い、政情不安や経済動向の不確

実性、特有の法制度や投資規制、税制変更、労働力不足や労使関係問題、テロ、戦争その他の政治情勢を要因とす

る社会的混乱といった障害に直面する可能性があります。このような海外におけるリスクは、当社グループの業績

に重大な影響を与える可能性があります。
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(7) Ｍ＆Ａ等

当社グループは、海外における事業拡大のための戦略として、Ｍ＆Ａを選択肢の一つとして考えております。

Ｍ＆Ａにあたっては、対象企業の財務内容等について詳細な事前審査を行い、リスクを把握したうえで決定するこ

とになりますが、偶発債務が発生した場合、また事業環境等の変化などにより、当初想定したほどのシナジーや収

益が得られない場合には、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動は、経営理念にある「最高の商品」を目標に、常に高品質・高機能な毛髪関連商品

を開発し、お客様のあらゆる毛髪の問題解決を図るべく「ウィッグ・増毛商品」「ヘアケア・スカルプケア・育毛

商品およびサービス・自毛植毛」の研究開発および改良を鋭意取り組んでおります。平成24年に開始した東京大

学、平成25年からの大分大学との共同研究に加え、新人工毛髪研究開発をさらに発展させるべく平成26年12月より

東京工業大学との学術契約を締結しました。なお、研究開発活動は一括したセグメントに特定する事が困難である

ため、「ウィッグ・増毛商品」「ヘアケア・スカルプケア・育毛商品およびサービス」に分けて記載しておりま

す。

　

(1) ウィッグ・増毛商品分野

当社の商品企画開発部・生産統括部を中核とし、Aderans Thai.,Ltd.、World Quality Co.,Ltd.、Aderans

Philippines,Inc.の各生産子会社に加え2015年７月よりラオスのサワンナケート工場が本格稼動を開始し、商品企

画開発部・生産統括部と連動のもと、多様化するニーズに対応した幅広い顧客層に支持される商品を提供すべく、

ウィッグベース素材および植毛法、人工毛髪、人工ベース、医療向けウィッグ、増毛法等、開発改良を行っており

ます。

当連結会計年度における主な研究開発の成果として、女性用オーダーメイド商品については2015年３月に指一本

で簡単に付けられる『らくピタストッパー』や通気性に優れた活毛ネットを採用してスポーツも楽しめる高機能商

品「イヴパートナー」、2015年９月30日（オクサマの日）にはプチとメインにウィッグを分け、このセットを組み

合わせることで2通りの使い方が楽しめる「イヴハーモニー」を発売しました。

男性向けオーダーメイド商品ではヘアパーフェクトシリーズより、毛髪を植えた部分が見えにくいインビジブル

ベンチレーション、ベースキャップにシリコンコーティングのグラップベースを採用し、あらゆるシーンに挑戦す

るアクティブな男性へ訴求する「ヘアパーフェクト　アクション」を2015年３月に、さらに銀イオン・マイナスイ

オンのWコーティングや毛穴までもリアルなスカルプスルー・ベンチレーションによりリアリティを向上した「ヘア

パーフェクト　レジェンド」を2015年９月６日（クログロの日）に発売するなど、オーダーメイド商品全体では計

４種類を発表しました。

増毛商品では、これまで男性が主な需要層だった増毛商品「ピンポイント」を女性向けにアレンジした新商品

「ヘアアッププログラム」を2015年５月に開始し、４つのコースを自由に組み合わせることで自髪を生かして気に

なる部分を簡単にボリュームアップしたいというニーズに対応しています。

レディメイド商品については、女性用ウイッグブランドのフォンテーヌより「FDW（フォンテーヌデザイナーズウ

イッグ）」春の新作を2015年３月より２種類、同年６月にはベースの形が自由に変えられるフラワーキャッチやお

湯でも洗えるサイバーヘアなど、オーダーメイドの技術を取り入れた高品質レディメイドウィッグ「レディメイ

ド　イヴボーテ」を発売開始しました。

さらにオンラインショップ専用商品として、補正下着メーカーとの共同開発による気になる顔のたるみや小じわ

対策を兼ねた新商品「リフトアップウイッグ　美ジェンヌ」を、2015年９月から発売しています。

医療向けウィッグでは新商品こそないものの、2015年４月20日にラフラシリーズなど全20製品に、JIS規格「JIS

J 9623」へ自己適合を宣言し、医療用ウィッグとしての適合性が明確となりました。

また、新人工毛髪に関しては当社研究開発部が中心となり、埼玉県新座市の研究設備において中期的な計画に基

づき開発に着手しています。

　

(2) ヘアケア・スカルプケア・育毛商品およびサービス分野

当社の研究開発部において、脱毛予防、育毛に効果のある施術システム・機器類・育毛剤の開発や、お客様の頭

皮や毛髪の状態に合った各種シャンプー、コンディショナー、トリートメント剤、整髪料等の開発を行っておりま

す。
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当連結会計年度における主な研究開発の成果は、男性の育毛ラインであるヘアリプロシリーズのスピンオフ商品

として昨年発売したヘアリプロ・スーパーアイスの後継品となる「ヘアリプロコールド　スーパーエクストラクー

ル」を、シャンプー・キープ（コンディショナー）に加え、クレンジングもシリーズに加えて発売しました。

関連商品として昨年発売の頭皮洗浄マシンスカルプＤｅｘ用の「Ｄｅｘ炭酸タブレット　クール」も夏用とし

て、コールドシリーズとともに2015年５月22日に発売しております。

また、手軽なパウダータイプの増毛商品をさらに白髪隠しにも対応し、女性にも受け入れられやすいデザインの

「ヘアプラス　ビューファンデ　パウダー（２色）」および「ヘアプラス　ビューファンデ　ミスト」を2015年７

月１日に、通常の白髪染めではかぶれがちな方にもご利用いただけるトリートメントタイプのヘアカラー「ヘアリ

プロ　ヘアケアカラートリートメント（男性向け：２色）」と「ベネファージュ　ヘアケアカラートリートメント

（女性向け：２色）」をそれぞれ頭髪の日でもある2015年10月１日に発売しました。

近年は毛髪のみならず肩から上のトータルビューティーへの関心も高まっており、それに呼応する商品として

「ベネファージュ　アイラッシュ＆ブロー　プレミアム」を2015年11月１日に発売しました。この商品はまつ毛、

眉毛用としてだけでなく、小じわの気になりがちな目周りのケアにも使用できるエイジングケア商品となっていま

す。

同時に44期より好調な販売を見せているエイジングケアマシン「ヘアリプロUP」の後継機器となる「ヘアリプロ

Z」および専用の細胞活動に必要な成長因子成分をカプセル化して配合した「GFエッセンスEX　スカルプS」「GF

エッセンスEX　スカルプG」。ならびにジェット水流による頭皮洗浄を実現する「ヘアリプロ　スカルプDex」と専

用「炭酸タブレット」を育毛商品リニューアルに合わせて発表し、これらを使用した役務コースも男女ともに一新

しました。

その他のアイテムとして、2015年３月１日にウィッグ用毛髪ケア商品である「AD&F　キュアコート」をリニュー

アルし、毛髪の保護機能のみならず静電気防止効果も加え、求める仕上がり別にさらさらタイプ、しっとりタイプ

をラインアップとしています。

これらのとおり、当連結会計年度におきましては、ウィッグ・増毛商品の進化と白髪など幅広い悩みの解消をお

手伝いするエイジングケア製品の開発を強化しました。

　

以上により、当連結会計年度における研究開発費は３億48百万円であります。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断したも

のであります。

　

(1) 財政状態の分析

(流動資産)

流動資産は279億92百万円で前期末に比べて48億45百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金が25億79百

万円、繰延税金資産が19億80百万円減少したこと等によるものであります。

(固定資産)

固定資産は394億95百万円で前期末に比べて１億15百万円減少しました。主な要因は、リース資産が６億57百万

円、建物及び構築物が４億97百万円増加したものの、顧客関連資産が11億76百万円減少したこと等によるもので

あります。

(流動負債)

流動負債は120億18百万円で前期末に比べて４億78百万円減少しました。主な要因としては、未払法人税等が４

億86百万円減少したこと等によるものであります。　

(固定負債)

固定負債は191億58百万円で前期末に比べて36億50百万円減少しました。主な要因としては、繰延税金負債が25

億57百万円、長期借入金が12億31百万円減少したこと等によりものであります。

(純資産)

　　 純資産は363億９百万円となり前期末に比べて８億32百万円減少しました。主な要因は、為替換算調整勘定

　 の増加６億68百万円、利益剰余金の減少15億２百万円等によるものであります。

　

(2) キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析については「1.業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

EDINET提出書類

株式会社アデランス(E03098)

有価証券報告書

 13/100



 

(3) 経営成績の分析

(売上高)

売上高は791億53百万円となり、前連結会計年度に比べ24億28百万円の増収となりました。これは、国内事業で

の女性市場における低価格帯のウィッグを取り扱う異業種の参入や競合企業の増加等によりアデランス事業、

フォンテーヌ事業とも減収となったものの、海外事業では海外ウィッグ事業において米国市場でのHC（USA)Inc.

ならびにAHGが順調に推移したことに加え、為替による円安の影響が寄与したこと等によるものであります。

(売上原価)

売上原価は166億42百万円となり、前連結会計年度に比べ12億97百万円の増加となりました。これは売上高の増

加によるもの等が主な要因であります。

(販売費及び一般管理費)

販売費及び一般管理費は626億36百万円となり、前連結会計年度に比べ41億36百万円の増加となりました。これ

は国内事業では広告宣伝費や販売促進費等の経費削減に努めたものの、海外事業による現地通貨ベースでの販管

費の増加に加え、為替による円安の影響を受けたこと等が主な要因であります。

(営業損益)

以上の結果、営業損失は１億25百万円となり、前連結会計年度に比べ30億５百万円の減益となりました。

(営業外損益)

営業外収益は５億55百万円となり、前連結会計年度に比べ30億59百万円の減少、営業外費用は９億73百万円と

なり、前連結会計年度に比べ４億80百万円の増加となりました。これは為替による円安の影響を受けたことによ

る為替差損益が増減したことが主な要因であります。

(経常損益)

以上の結果、経常損失は5億48百万円となり、前連結会計年度に比べ65億46百万円の減益となりました。

(特別損益)

特別損失は事業再編損失や減損損失の計上等により８億48百万円となり、前連結会計年度に比べ５億50百万円

の増加となりました。

(当期純損益)

以上の結果、当期純損失が18億60百万円となり、前連結会計年度に比べ69億35百万円の減益となりました。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当社グループ（当社および連結子会社）の当連結会計年度における設備投資の総額は40億32百万円になりました。

アデランス事業(オーダーメイド)においては、新規顧客の増加を図るべく直営店4店舗を新規に開設しました。

また、既存顧客へのサービスの充実、顧客満足度の向上のため9店舗の移転、改装等を実施しました。その結果、アデ

ランス事業(オーダーメイド)の設備投資額は11億90百万円になりました。

フォンテーヌ事業(レディメイド)においては、新規顧客の増加を図るべく直営店10店舗、百貨店売場9カ所、ＧＭＳ

売場8カ所を新規に開設しました。また、既存顧客へのサービスの充実、顧客満足度の向上のため店舗の改装を百貨店

売場10カ所で実施しました。その結果、フォンテーヌ事業(レディメイド)の設備投資額は3億2百万円になりました。

ボズレー事業においては、店舗の新規出店および改装等を中心に2億14百万円の設備投資を実施しました。

海外ウィッグ事業では、店舗の新設等を行い13億58百万円の設備投資を実施しました。

その他事業では、6億99百万円の設備投資を実施しました。国内においては院内サロンの新規開設を3店舗実施しま

した。海外においてはラオス工場の設備投資を実施しました。

この他事業セグメントに配分していない全社共通では、業務効率化を目的とした基幹システムの追加開発等を中心

に2億66百万円の設備投資を実施しました。

(注)　設備投資額の金額には有形固定資産のほか無形固定資産を含めております。
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２ 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社および連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

(平成28年２月29日現在)

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称
設備の
内容

帳簿価額(単位　百万円) 従業
員数
(名)建物及び

構築物
土地

(面積㎡)
リース資産 その他 合計

㈱アデランス

本社
(東京都新宿区)

全社(共通)
そ の 他
設備

16 － 14 85 115 207

舞浜ディストリビュー
ションセンター
(千葉県浦安市)

全社(共通)
そ の 他
設備

4 － － 1 6 17

研究開発部
(埼玉県新座市)

全社(共通)
そ の 他
設備

9 － － 10 19 6

東京デザインスタジオ
(東京都中央区)

全社(共通)
そ の 他
設備

5 － － － 5 13

北海道営業部
(札幌市中央区)
直営店12店舗、百貨店
等売場11カ所

アデランス事業
(オーダーメイド)
フォンテーヌ事業
(レディメイド)
その他

営 業 用
設備

35 － － 21 56 96

東北営業部
(仙台市青葉区)
直営店18店舗、百貨店
等売場10カ所

アデランス事業
(オーダーメイド)
フォンテーヌ事業
(レディメイド)
その他

営 業 用
設備

122 － 78 40 241 108

東東京営業部他
(東京都新宿区)
直営店84店舗、百貨店
等売場71カ所

アデランス事業
(オーダーメイド)
フォンテーヌ事業
(レディメイド)
その他

営 業 用
設備

1,085
650

(336.02)
1,324 208 3,268 848

中京営業部
(名古屋市中区)
直営店29店舗、百貨店
等売場24カ所

アデランス事業
(オーダーメイド)
フォンテーヌ事業
(レディメイド)
その他

営 業 用
設備

244 － 228 62 535 223

関西営業部他
(大阪市北区)
直営店34店舗、百貨店
等売場36カ所

アデランス事業
(オーダーメイド)
フォンテーヌ事業
(レディメイド)
その他

営 業 用
設備

272 － 492 85 849 396

中国営業部
(広島市中区)
直営店12店舗、百貨店
等売場16カ所

アデランス事業
(オーダーメイド)
フォンテーヌ事業
(レディメイド)
その他

営 業 用
設備

138 － 92 38 269 124

九州営業部
(福岡市博多区)
直営店17店舗、百貨店
等売場29カ所

アデランス事業
(オーダーメイド)
フォンテーヌ事業
(レディメイド)
その他

営 業 用
設備

259 － 109 49 418 195

院内サロン
院内サロン25店舗

その他
営 業 用
設備

96 － － 17 113 45

厚生施設その他
寮5カ所、社宅1カ所、
保養所1カ所、遊休資
産2カ所

全社資産
そ の 他
設備

606
2,857

(5,000.44)
[447.39]

－ － 3,464 －

計 2,896
3,508

(5,336.46)
[447.39]

2,340 620 9,365 2,278
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(2) 在外子会社

(平成27年12月31日現在)

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額(単位　百万円) 従業
員数
(名)建物及び

構築物
土地

(面積㎡)
リース資産 その他 合計

Bosley, Inc.
本社、施術室25室、コンサ
ルテーション室44室
(米国カリフォルニア州他)

ボズレー事業 営業用設備 268 － － 279 547 469

Hair Club
for Men, LLC

本社、直営店77店
(米国フロリダ州他)

海外ウィッグ
事業

営業用設備 1,318

 
(－)

[34,078.92]
－ 462 1,780 803

Aderans
Philippines,
Inc.

本社および工場
(フィリピン国パンパンガ
州)

その他 生産用設備 318
－

(－)
[21,704.51]

－ 239 558 715

World
Quality
Co.,Ltd.

本社および工場
(タイ国サラブリ県)

その他 生産用設備 83
－

(－)
[3,348.00]

－ 225 308 231

 

(注)　１　帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計額であり
ます。

 なお、金額には消費税等は含まれておりません。

 ２ 土地面積欄の［　］は賃借中のものを外書で表示しております。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ（当社および連結子会社）の設備投資については、顧客サービスの推進と地域市場の開拓を目的に、

投資割合等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しております。

　

重要な設備の新設、除却等の計画は下記のとおりであります。

　

(1) 重要な設備の新設等

会社名

 
事業所名 所在地 セグメントの名称

設備の

内容

投資予定金額
資金調

達方法

着手及び完了予定
完成後の

増加能力総額

(百万円)

既支払額

(百万円)
着手 完了

提出

会社
直営店9店 全国

アデランス事業

(オーダーメイド)

直営店

移転等

(51)
707

―
自己

資金

平成28年

3月

平成29年

2月

重要な影響を

及ぼすもので

は あ り ま せ

ん。
 

(注)　１　(　)書きは保証金及び敷金を内書で表示しております。

       ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　上記の金額には、資産除去債務に対応する除去費用の資産計上予定額は含まれておりません。

　

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 138,000,000

計 138,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成28年２月29日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年５月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 37,246,388 37,246,388
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数　100株
株主としての権利内容に制限
のない標準となる株式

計 37,246,388 37,246,388 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　平成24年５月24日定時株主総会決議（平成24年６月21日取締役会決議）

 
事業年度末現在

(平成28年２月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年４月30日)

新株予約権の数(個)       1,275 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 127,500 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 972(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成26年７月23日～
平成34年６月21日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,339(注)３
資本組入額   670

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の決議による承認を要するも
のとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)５ 同左
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により

調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理

的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てる。
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２．割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使の場合を除く）

は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行株式数
 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株

式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

(3)上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を

行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当

社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

３．発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。

４．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員

（相談役、顧問契約者を含む）であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当

な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認め

た場合は、この限りではない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(5) 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸

収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換

につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）

の直前において残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行

為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の

目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか

遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切り上げる。

ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等

増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

EDINET提出書類

株式会社アデランス(E03098)

有価証券報告書

 19/100



 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項　

以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得

することができる。

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を

要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記（注）４に準じて決定する。

 
　平成25年５月23日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成28年２月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年４月30日)

新株予約権の数(個)     2,803（注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 280,300 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,381(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成27年７月５日～
平成35年５月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,963(注)３
資本組入額  982

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取
得については、当社取締役会
の決議による承認を要するも
のとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)５ 同左
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により

調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理

的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てる。

２．割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
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(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使の場合を除く）

は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行株式数
 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株

式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

(3)上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を

行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当

社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

３．発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。

４．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員

（相談役、顧問契約者を含む）であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当

な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認め

た場合は、この限りではない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(5) 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸

収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換

につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）

の直前において残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２で定められる行使価額を組

織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株

予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか

遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切り上げる。

ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等

増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項　

以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得

することができる。

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
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ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を

要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記（注）４に準じて決定する。

 
　平成26年５月22日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成28年２月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年４月30日)

新株予約権の数(個) 3,552（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 355,200（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,571（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成28年７月８日～
平成36年５月22日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 2,226（注）３
資本組入額　1,113

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の

取得については、当社取締役
会の決議による承認を要する

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）５ 同左
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により

調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理

的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てる。

２．割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使の場合を除く）

は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株

式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

(3)上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を

行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当

社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

３．発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。
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４．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員

（相談役、顧問契約者を含む）であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当

な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認め

た場合は、この限りではない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(5) 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸

収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換

につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）

の直前において残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行

為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の

目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか

遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切り上げる。

ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等

増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項　

以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得

することができる。

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を

要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記（注）４に準じて決定する。
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　平成27年５月28日取締役会決議

 
事業年度末現在

(平成28年２月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年４月30日)

新株予約権の数(個) 4,889（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 488,900（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,088（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成29年７月24日～
平成37年５月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 1,364（注）３
資本組入額　 682

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の

取得については、当社取締役
会の決議による承認を要する

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）５ 同左
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により

調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理

的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てる。

２．割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使の場合を除く）

は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株

式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

(3)上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を

行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当

社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

３．発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載している。

４．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員

（相談役、顧問契約者を含む）であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当

な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認め

た場合は、この限りではない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(5) 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

EDINET提出書類

株式会社アデランス(E03098)

有価証券報告書

 24/100



 

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸

収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換

につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）

の直前において残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行

為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の

目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか

遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを

切り上げる。

ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等

増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項　

以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得

することができる。

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を

要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記（注）４に準じて決定する。
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②会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

　　　　平成26年９月17日取締役会決議　　　

決議年月日
事業年度末現在

(平成28年２月29日)
提出日の前月末現在
(平成28年４月30日)

新株予約権の数（個） 2,000 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

（単元株式数100株）
同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）         4,688,232（注１） 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,133（注２） 同左

新株予約権の行使期間
2014年10月21日～
2019年９月20日（注３）

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 2,133
資本組入 1,067（注４）

同左

新株予約権の行使の条件 （注５） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権は、転換社債型
新株予約権付社債に付された
ものであり、本社債からの分
離譲渡はできない

同左

代用払込みに関する事項 （注６） 同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

（注７） 同左

転換社債型新株予約権付社債の残高（百万円） 10,035 同左
 

（注）１．本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が当社普通

　　　　　　株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行又

　　　　　　は移転を当社普通株式の「交付」という。）する数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金

　　　　　　額の合計額を、下記２記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使の際に生じる1株

　　　　　　未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

       ２.（１）本新株予約権の行使時の払込金額（以下、転換価額）は2,133円とする。　

　　　　　 （２）転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価（本新株予約権付社債の要

　　　　　　　　 項に定義する。以下同じ。）を下回る金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通

　　　　　　　　 株式を処分する場合（本新株予約権の行使の場合等を除く。）には、次の算式により調整される。

                なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式（当社の保有するものを除

                く。）の総数をいう。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額　×
既発行株式数＋

発行又は処分株式数×１株当たり払込金額

時  価

既発行株式数+発行又は処分株式数

   
 

　　　　　   また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当を含む。）又は併合、当社普通株式の時価を

               下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

               ものを含む。）の発行、一定限度を超える配当支払（特別配当の実施を含む。）、その他本新株

               予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがある。但し、当社のストック

               オプションプランその他本株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
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         ３．2014年10月21日から2019年9月20日の銀行営業終了時（ルクセンブルグ時間）までとする。但し、

             ①税制変更による繰上償還、組織再編等による繰上償還、上場廃止等による繰上償還、スクイーズ

             アウトによる繰上償還又はクリーンアップ条項による繰上償還の場合には、当該償還日の５営業

　　　　　　　日前の日の銀行営業終了時（ルクセンブルグ時間）まで、②債務不履行等による期限の利益の喪失

　　　　　　　の場合には、期限の利益の喪失時まで、また③本新株予約権付社債の所持人の選択による繰上償還

　　　　　　　（プットオプション）の場合には、2017年10月６日の５営業日前の日の銀行営業終了時（ルクセン

　　　　　　　ブルグ時間）までとする。上記いずれの場合も、2019年９月20日の銀行営業終了時（ルクセンブル

　　　　　　　グ時間）より後に本新株予約権を行使することはできず、また当社の組織再編等を行うために必要

　　　　　　　であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれか

　　　　　　　の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできないものと

　　　　　　　する。上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日

　　　　　　　（又は当該行使日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日）が、株主確定日（以

　　　　　　　下に定義する。）の東京における2営業日前の日（当該株主確定日が東京における営業日でない場

　　　　　　　合には、当該株主確定日の東京における3営業日前の日）（当日含む。）から当該株主確定日（又

　　　　　　　は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における翌営業日）

　　　　　　　（当日を含む。）までの期間に該当する場合には、行使することができない。「株主確定日」とは、

　　　　　　　社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）第151条第1項に

　　　　　　　関連して株主を確定するために定められた日をいう。

      ４．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

　　　　　　　条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未

             満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等

             増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

      ５．（１）各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

　　　　　 　（２）2019年7月5日（但し、当日を除く。）までは、本新株予約権付社債の所持人は、ある四半期

                （１暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下、本（２）において同じ。）の最後の取引日（以

                 下に定義する。）に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、東京証券取引

                 所における当社普通株式の普通取引の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価格

                 の130％を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日（但し、2019年7月1日に開始する四

　　　　　　　　　半期に関しては、2019年７月４日）までの期間において、本新株予約権を行使することができ

　　　　　　　　　る。

　　　　　　　　　但し、本（２）記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。

　　　　　　　　　　①株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）若しくはその承継格付機関による当社の長期優先債

　　　　　　　　　　　務格付又は本新株予約権付社債の格付（格付がなされた場合に限る。以下同じ。）がＢ

                     Ｂ＋（格付区分の変更が生じた場合には、これに相当するもの）以下である期間

　　　　　　　　   ②当社が、本新株予約権付社債の所持人に対して、上記３.①記載の本社債の繰上償還の通

                     知を行った日以後の期間

　　　　　　　　　 ③当社が組織再編等を行うにあたり、上記３記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない

　　　　　　　　　　　限り、当該組織再編等の効力発生日の30日前の日以後当該組織再編等の効力発生日の1日

                     前の日までの期間

　　　　　　　　　　なお、「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日

　　　　　　　　　　を含まない。

      ６．各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面

　　　　　　 金額と同額とする。
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      ７．（１）本社債に基づく当社の義務が、組織再編等（以下に定義する。）に基づき承継会社等（以下

             に定義する。）に移転する場合、承継会社等から本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約

             権に代わる新たな新株予約権を付与することができる。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組

             織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。

　　　　　　 「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に

　　　　　　 係る当社の義務を引き受ける会社、合併行為により新設された会社又は当社が吸収合併された会社、

　　　　　　 会社分割行為における相手方であって本新株予約権付社債に係る当社の義務を引き受ける会社、及

　　　　　　 び持株会社化行為により当社の完全親会社となる会社を総称していうものとする。

　　　　　　 「組織再編等」とは、合併行為、会社分割行為、持株会社化行為及びその他の日本法上の組織再編

　　　　　　　行為をいう。「合併行為」とは、当社が他の法人と新設合併し、又はこれに吸収合併される（当

　　　　　　 社が存続会社となる合併を除く。）旨の合併が当社の株主総会（株主総会における決議が必要でな

　　　　　　 い場合には、取締役会）で承認された場合をいう。「会社分割行為」とは当社による新設分割又は

　　　　　　 吸収分割（本社債に基づく当社の義務を当該分割の相手方に承継させる場合に限る。）が当社の

　　　　　　 株主総会（株主総会における決議が必要でない場合には、取締役会）で承認された場合をいう。

　　　　　　 「持株会社化行為」とは、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる旨の決

             議決議が当社の株主総会（株主総会における決議が必要でない場合には、取締役会）で承認され

             た場合をいう。

　　　　    （２）上記（１）の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

　　　　　　　  ①新株予約権の数

　　　　　　　　  当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有

                  する本新株予約権の数と同一の数とする。

                ②新株予約権の目的である株式の種類

                  承継会社等の普通株式とする。

　　　　　　　  ③新株予約権の目的である株式の数

　　　　　　　　  承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織

　　　　　　　　  再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記（i）

　　　　　　　　  又は（ii）に従う。なお、転換価額は上記２.（２）と同様の調整に服する。

　　　　　　　　 （i）合併行為(上記（１）に定義する。）又は持株会社化行為（下記（１）に定義する。）

　　　　　　　　　 の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる

　　　　　　　　　 数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、

　                当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できる

                　ように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又は

                  その他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通

　　　　　　　　　 株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるよに

                  する。

　　　　　　　　　（ii）上記（i）以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株

　　　　　　　　　予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、

　　　　　　　　　当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるよ

　　　　　　　　　うるように、転換価額を定める。

　　　　　　　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

　　　　　　　　　　承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該

　　　　　　　　　　本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。

　　　　　　　　　⑤新株予約権を行使できる期間

　　　　　　　　　　当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い

　　　　　　　　　　方の日から、上記３に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

　　　　　　　　⑥その他の新株予約権の行使の条件

　　　　　　　　　　各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、

　　　　　　　　　　上記５（２）と同様の制限を受ける。
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　　　　　　　　⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

                   承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、

                   会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の２分の１の

                   金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

　　　　　　　　　　増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

　　　　　　　 ⑧組織再編等が生じた場合

　　　　　　　　　 承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

　　　　　　　 ⑨その他

　　　　　　　　　 承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行

　　　　　　　　　 わない。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

適用はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月31日 △2,967 37,246 ─ 12,944 ─ 13,157
 

（注）自己株式の消却による減少であります。

 

(6) 【所有者別状況】

平成28年２月29日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関
金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等 個人

その他
計

個人以外 個人

株主数

(人)
－ 32 33 81 165 18 8,556 8,885 ―

所有株式数

(単元)
－ 52,105 6,907 9,458 164,183 241 139,040 371,934 52,988

所有株式数

の割合(％)
－ 14.01 1.86 2.54 44.14 0.06 37.38 100.00 ―

 

(注) 　自己株式2,382,886株は「個人その他」に23,828単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

平成28年２月29日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

根　本　信　男 東京都世田谷区 4,493 12.06

ザ バンク オブ ニユ－ヨ－ク
メロン エスエ－エヌブイ１０
（常任代理人 株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行）

RUE MONTOYERSTRAAT 46，1000
BRUSSELS， BELGIUM
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号)

3,594 9.65

株式会社アデランス 東京都新宿区荒木町13番地４ 2,382 6.40

ジェーピー モルガン チェース
バンク 385632
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

25 BANK STREET, CANARY W HARF,
LONDON, E14 5JP,UNITED KINGDOM
（東京都中央区月島４丁目16番13号）

1,273 3.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,007 2.70

メロン　バンク　エヌエー アズ　
エージェント　フォー　イッツ　クラ
イアント　メロン　オムニバス　ユー
エス　ペンション
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

ONE BOSTON PLACE BOSTON,
MA 02108
（東京都中央区月島４丁目16番13号）

925 2.49

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 896 2.41

シー　エム　ビー　エル，エス　
エー　リ.ミューチャル　ファンド
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN
STREET LONDON EC2P2HD,
ENGLAND
（東京都中央区月島４丁目16番13号）

830 2.23

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー　505225
（常任代理人 株式会社みずほ銀行)　

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
（東京都中央区月島４丁目16番13号）

655 1.76

ジェーピーエムシービー　ユーエス
エー　レジデンツ　ペンションジャス
デック　レンド　３８５０５１
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

270 PARK AVENUE，
NEW YORK， NY 10017， U．S．A．
（東京都中央区月島４丁目16番13号）

650 1.75

計 ― 16,710 44.87
 

(注) １　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,007千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 896千株
 

　　
２　フランクリン・テンプルトン・インスティチューショナル・エルエルシー及びその共同保有者（４社）から

平成26年12月８日付で大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、同社が平成26年11月４日現在で以下の

とおり株式を保有している旨の報告を受けております。しかし、当社として当事業年度末時点における実質

所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

 氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

 
フランクリン・テンプルトン・イ
ンスティチューショナル・エルエ
ルシー

アメリカ合衆国10020、ニューヨー
ク州、ニューヨーク、フィフス・
アヴェニュー600

7,921,600 21.27

 
テンプルトン・インベストメン
ト・カウンセル・エルエルシー

アメリカ合衆国33301、フロリダ
州、フォート・ローダデイル、セ
カンドストリート、サウスイース
ト300

1,980,667 5.32

 
フランクリン・テンプルトン・イ
ンベストメンツ・コープ

カナダ　M2N OA7、オンタリオ州、
トロント、スイート1200、ヤン
グ・ストリート5000

328,800 0.88

 
フランクリン・テンプルトン・イ
ンベストメンツ（アジア）リミ
テッド

香港、セントラル、コノートロー
ド8、ザ　チャーターハウス17階

48,600 0.13

 
フランクリン・アドバイザーズ・
インク

アメリカ合衆国 94403-1906、カリ
フォルニア州、サン・マテオ、ワ
ン・フランクリン・パークウェイ

40,000 0.11

 計 ― 10,319,667 27.71
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年２月29日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 2,382,800
 

―
株主としての権利内容に制限

のない標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 34,810,600
 

 

348,106 同上

単元未満株式 普通株式 52,988
 

 

― 同上

発行済株式総数 37,246,388 ― ―

総株主の議決権 ― 348,106 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成28年２月29日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社アデランス

東京都新宿区荒木町
13番地４

2,382,800 ─ 2,382,800 6.40

計 ― 2,382,800 ─ 2,382,800 6.40
 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき取締

役会において決議されたものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

決議年月日 平成24年６月21日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　７名（うち社外取締役　１名）
当社使用人　49名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
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決議年月日 平成25年５月23日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　６名（うち社外取締役　１名）
当社使用人　53名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　

決議年月日 平成26年５月22日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　６名（うち社外取締役　１名）
当社使用人　56名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　

決議年月日 平成27年５月28日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　５名（うち社外取締役　１名）
当社使用人　56名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
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決議年月日 平成28年５月26日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　７名（うち社外取締役　２名）
当社使用人　78名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株）  604,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）

新株予約権の行使期間 平成30年７月26日～平成38年５月26日

新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役
若しくは従業員として在籍していること。ただし、任期満了による退
任、定年退職並びに取締役会が承認した場合はこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―
 

（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること

　　　　ができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立し

ない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）の平均

値（１円未満の端数は切り上げる。）または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取

引日の終値）のいずれか高い金額とする。

　

２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】　 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価格の総額（百万円）

取締役会（平成27年10月15日）での決議状況
（取得期間 平成27年10月16日）

120,000 132

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 91,000 89

残存決議株式の総数及び価額の総額 29,000 42

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 24.17 32.37

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合（％） 24.17 32.37
 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 736 0

当期間における取得自己株式 82 0
 

(注)　当期間における取得自己株式には、平成28年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(新株予約権の権利行使) 10,000 18 ― ―

保有自己株式数 2,382,886 ─ 2,382,968 ―
 

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成28年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含めておりません。

 

３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけており、株主の皆様への安定的な利

益還元と会社の持続的な成長を実現するための投資、各期の業績、配当性向及び内部留保を総合的に勘案した上で

配当を行ってまいります。

当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、毎事業年度における

配当は期末と中間の２回行うこととしております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては

株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

これらの方針のもと、当事業年度の配当につきましては、１株当たり15円といたしました。

 

　　　(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成28年５月26日
定時株主総会決議

522 15
 

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

最高(円) 1,008 1,428 1,716 1,646 1,390

最低(円) 605 800 1,003 1,006 513
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別
平成27年
９月

10月 11月 12月
平成28年
１月

２月

最高(円) 960 1,004 920 925 839 623

最低(円) 814 845 837 800 546 513
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

男性10名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長兼社長

 根　本　信　男 （昭和15年７月15日生）

昭和44年３月 当社設立取締役

(注)３ 4,493

昭和45年３月 当社代表取締役社長

昭和58年12月 (有)成信商事(現 ㈱成信)代表取締

役社長(現任)

昭和62年５月 当社取締役最高顧問

平成７年５月 当社代表取締役会長

平成12年５月 当社取締役最高顧問

平成18年４月 ㈱慶信代表取締役社長(現任)

平成20年５月 当社取締役退任

平成22年５月 当社取締役会長

平成23年２月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

代表取締役
副社長

副社長
執行役員

津　村　佳　宏 (昭和38年８月12日生)

昭和57年３月 当社入社

(注)３ 6

平成13年２月 当社東北営業部長

平成21年６月 当社執行役員

平成23年５月 当社営業企画統括部長・営業企画

部長

平成25年５月 当社取締役営業本部担当

平成27年９月

平成28年５月

当社代表取締役専務

当社代表取締役副社長(現任）

取締役

上席執行
役員

管理本部、
内部監査部

各担当

佐　藤　正　吉 (昭和24年７月30日生)

昭和47年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）

入行

(注)３ ―

平成13年１月 同社　札幌支店長

平成14年４月 ㈱みずほ銀行　札幌中央支店長

平成15年６月 第一地所㈱　代表取締役専務

平成16年12月 中央不動産㈱　専務執行役員

平成19年６月 同社　専務取締役

平成25年５月 当社監査役

平成28年５月 当社取締役(現任）

取締役

上席執行
役員

国内事業本
部担当

陰　山　昌　利 （昭和38年４月16日生）

昭和57年３月 当社入社

(注)３ 5

平成20年３月 当社九州営業部長

平成23年５月 当社執行役員東日本営業本部長兼神

奈川・千葉営業統括支店長

平成27年９月 当社上席執行役員AD・FN東日本営業

統括部長

平成28年３月 当社上席執行役員国内事業本部長

平成28年５月 当社取締役(現任）

取締役

上席執行
役員

海外事業本
部担当

古　川　政　明 (昭和36年１月21日生)

昭和57年３月 当社入社

(注)３ 1

平成８年２月 当社東北営業部長

平成10年２月 当社九州営業部長

平成23年５月 当社執行役員西日本営業本部長兼京

神・北陸営業統括支店長

平成27年９月 当社上席執行役員AD・FN西日本営業

統括部長

平成28年３月 当社上席執行役員海外事業本部長

平成28年５月 当社取締役(現任）

取締役  水　尾　順　一 (昭和22年８月12日生)

昭和45年４月 株式会社資生堂入社

(注)３ ―

平成10年４月 専修大学兼任講師

平成11年４月 駿河台大学大学助教授

平成12年４月 同大学経済学部（現経済経営学部）

教授（現任）

平成13年４月 同大学大学院経済学研究科（現 総

合政策研究所）教授（現任）

平成16年３月 博士（経営学：専修大学)取得

平成25年４月 東洋大学経営学部非常勤講師（現

任）

平成27年４月 東京工業大学大学院理工学研究科兼

任講師(現任）

平成27年５月 当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役  高　野　一　彦 (昭和37年10月25日生)

昭和61年４月 東急観光㈱入社

(注)３ ―

平成４年11月 ㈱福武書店（現㈱ベネッセコーポ

レーション）入社

平成17年４月 同社　内部統制推進部全社統制マ

ネージャー

平成19年12月 名古屋商科大学大学院マネジメント

研究科非常権講師

平成20年10月 同大学大学院客員教授

平成21年４月 同大学大学院教授

平成22年４月 関西大学社会安全学部・大学院社会

安全研究科准教授

平成24年４月 同大学社会安全学部・大学院社会安

全研究科教授(現任)

平成26年10月 同大学社会安全学部・大学院社会安

全研究科副学部長(現任)

平成28年５月 当社取締役(現任）

常勤監査役  關　 　桂　三 (昭和29年４月14日生)

昭和53年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入

行

(注)４ ―

平成11年７月 同社　資産運用管理企画室次長

平成14年４月 ㈱みずほ銀行アセットマネジメント

部次長

平成16年４月 みずほ信託銀行㈱業務監査部長

平成19年６月 中央不動産㈱執行役員開発事業第三

部長

平成27年６月 同社　常務執行役員業務企画部長

平成28年３月 当社顧問

平成28年５月 当社監査役(現任)

監査役  宮　川　和　大 (昭和40年２月18日生)

平成６年３月 公認会計士登録

(注)４ ―

平成７年９月 税理士登録

平成８年２月 宮川総合会計事務所（現ベックワン

パートナーズ総合事務所）パート

ナー（現任）

平成12年１月 ㈱ベックワンパートナーズ代表取締

役社長（現任）

平成13年３月 ㈱ベックワンキャピタル代表取締役

社長

平成24年５月 当社監査役（現任）

監査役  鈴　木　良　和 (昭和48年４月26日生)

平成13年10月 弁護士登録

(注)５ ―

平成13年10月 柳田野村法律事務所（現柳田国際法

律事務所）入所

平成17年２月 シティユーワ法律事務所入所

平成21年１月 シティユーワ法律事務所パートナー

（現任）

平成23年９月 ㈱ゼロ（旧　日産陸送㈱）監査役

(現任)

平成26年５月 当社監査役(現任)
 

計 4,505
 

　
(注)　１　取締役水尾順一、及び高野一彦は、「社外取締役」であります。

２　監査役宮川和大、及び鈴木良和は、「社外監査役」であります。

３　取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

４　監査役關桂三、及び宮川和大の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期

に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役鈴木良和の任期は、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。
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６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

関　　善　之 (昭和49年11月19日生)

平成16年４月 公認会計士登録

（注） ―

平成18年２月 ㈱リサ・パートナーズ入社

平成19年12月 ㈱トラスト・サポート総合会計(現㈱

ラークス会計)設立　代表取締役就任

(現任)

平成21年２月 税理士登録

平成22年２月 ラークス公認会計士共同事務所設立

代表公認会計士就任(現任)

平成24年５月 当社　補欠監査役(現任)
 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

・企業統治の体制の概要

(a) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループの経営理念は、「私たちアデランスグループの最大の使命は、毛髪関連事業を通じて多くの人々に

夢と感動を提供し、笑顔と心豊かな暮らしに貢献する事です」

当社グループが目指すものは、「最高の商品」「最高の技術」「心からのおもてなし」です。

この理念に沿って、お客様はもとより、株主、従業員等あらゆる利害関係者の満足度を高めるために、コーポ

レート・ガバナンスの充実に努め、適切な事業戦略を基に、スピーディかつ効率的な業務執行が行えるよう機動的

な組織を構築し、企業活動に関わるすべての利害関係者に対して経営の透明性と情報の公正かつ適時開示を行うこ

とを基本方針としております。

(b) 会社の機関の基本説明

当社は、監査役制度を採用しており、以下の機関により経営の運営、法令および定款の適合の確認をおこなって

おります。

また、取締役の機能強化の観点から委員会設置会社制度を採用しておりませんが、諮問委員会として、コンプラ

イアンス・ガバナンス委員会を設置しガバナンスの強化をはかっております。

(取締役会)

社長が議長となり、毎月１回定期的に開催し、会社の意思決定機関として、重要な経営事項の審議および意思

決定を行います。

その決定に基づき、社長もしくは業務を担当する取締役が業務を執行しております。

(監査役会)

監査役会は、常勤監査役１名および非常勤監査役２名（うち社外監査役２名）で構成し、原則として取締役会

の開催日に開かれ、取締役等の職務の執行状況について意見交換がなされる他、常勤監査役より取締役会以外の

重要会議での状況報告、内部監査部との連携状況などについて報告を行い、監査役全員で協議をしております。

なお、財務、法律等に関する知見を有する独立性の高い社外監査役を選任し、監査役会の機能強化をはかってお

ります。

上記機関のほか、当社におきましては、次の会議体をもって業務執行に係る多面的な審査を実施しておりま

す。

(経営執行会議)

業務執行取締役、執行役員および主要部署長等で構成し、社長が議長となり、原則的に毎月取締役会の１週間

前に開催しております。

取締役および執行役員が業務執行の状況について報告を行い、役員間で内容を確認するほか、必要に応じ、他

の業務執行管理職が出席して報告を行います。また、新規の企画の事案について業務執行管理職より説明を受

け、お客様や社会が受け入れる事業であるか、さらに違法性、実効性、妥当性について討議、確認することによ

り、出席取締役の意思統一をはかっております。

また、取締役会に諮る議案の選定および法令、定款に適合、また反社会的でないことを確認するため事前審議

を行っております。なお、必要に応じて、外部の専門家の意見を聴取しております。
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(コンプライアンス・ガバナンス委員会)

取締役及び従業員のうち、取締役会が承認した者で委員会を構成し、委員長は委員の中から委員の互選により

選任され、必要に応じ実務担当執行役員等を招聘し、原則として四半期に１回開催しております。

グループ行動規範に基づいたコンプライアンスの徹底を図り、リスクの早期発見とコンプライアンス意識の啓

発を行い、取締役会および経営執行会議の職務・運営の妥当性・効率性を確認し、取締役会および経営会議に助

言します。

また、コンプライアンス・ガバナンスの現体制・仕組みの見直しおよび再構築等を行い、委員会での決議事項

を取締役会に報告または提言しております。

(社外役員協議会)　

取締役会の下に設置し、社外取締役及び常勤監査役、社外監査役の全員をもって構成しております。取締役会

または経営執行会議での付議事項、審議事項について、積極的に議論に貢献するために必要な情報交換と認識共

有し、また当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに資するために、自由闊達に議論するものとします。

 
(c) 当社の機関・内部統制図は以下のとおりであります。

　

　

・企業統治の体制を採用する理由

当社では、監査役制度を採用し監査役３名のうち２名が社外監査役として、高い独立性を持ち、中立・公正な見

地から職務執行状況を監査できる体制を採用しております。これにより、より広い視野と客観的に監査を行えるこ

とで、経営に対する監視機能を十分に果たしていると考えております。

取締役会につきましては、豊富な企業経営経験の活用、客観的・専門的見地からの助言、独立した立場から実効

性のある経営監督機関となることが期待できる社外取締役を選任しております。これにより、コーポレート・ガバ

ナンスの実効性を十分に確保していると判断し、現在の体制を採用しております。
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・内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法および会社法施行規則にもとづき、以下のとおり当社グループ全体の内部統制システムを整備し

ております。

(a)　取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役および執行役員は、当社グループ（当社、当社の子会社その他の関係会社の総称とする。以下同じ。）が

共有すべき価値観や判断基準を定めた「グローバルポリシー」を通じて、当社グループにおける企業倫理を確立

し、当社グループの取締役、執行役員および従業員の法令等の遵守はもとよりモラルの向上を推進します。

取締役および執行役員は、法令および定款等を遵守し、常に会社のため忠実にその職務を遂行する義務を負い、

取締役会は、取締役の職務の執行を監督し、監査役はその職責に基づき取締役の職務の執行を監査します。

当社は、当社グループの取締役、執行役員および従業員が法令および諸規程を誠実に遵守した公正な経営を実践

することを主眼として、当社グループのコンプライアンス体制の確立、浸透、定着を達成するため、コンプライア

ンス・ガバナンス委員会を設置します。

(b)　取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、法令および当社の「文書管理規程」その他の社内規程に基づき適切に保存お

よび管理します。

当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書その他業務執行に関する重要な書類につい

て、取締役および監査役が常時閲覧することができるよう適切に保管および管理するものとし、監査役は、これら

の書類を閲覧し、重要な情報を把握するとともに、その保存および管理の状況を調査します。

(c)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は、法令および当社の「役員規程」その他の社内規程に明確に定められた権限と責任に基づき、定められ

た業務を忠実に遂行するとともに関係部署と十分協調し、職務の執行を効率的に行います。

当社は、職務を効率的に執行するため、「経営執行会議」を定期的に開催するものとし、「経営執行会議」にお

いて当社または当社グループ全体に影響を及ぼす職務の執行に関する重要な事項を審議したうえで、取締役会で決

議または報告します。

(d)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社グループの事業活動または取締役、執行役員および従業員による法令等に違反する疑義ある行為等

に関する情報を、コンプライアンス・ガバナンス委員会に集約するための体制を整備し、コンプライアンス・ガバ

ナンス委員会をして、事実関係の調査（関連部署に対する指示、報告の受理を含む。）、原因究明、人事処分案を

含む是正措置および再発防止策を審議および検討させ、取締役会へ報告および提言させるものとし、これにより、

リスクをクライシスとさせないことにより企業活動の持続的発展を阻害する損失の危険を事前回避します。

取締役は、自らが把握している当社グループに関わる損失の危険を、定期的に開催される当社の「経営執行会

議」で報告し、「経営執行会議」において常に損失の危険について議論をできるようにします。当社は、損失の危

険に関する緊急事態が発生した場合には、社長の指示に基づき、緊急の「経営執行会議」を招集し、適切かつ迅速

に対処します。

当社は、当社の「関係会社管理規程」に基づき、当社の管理担当部署をして、当社グループに関わる損失の危険

ならびに当社グループ各社の損失の危険の管理体制および管理の実施状況について、当社グループ各社の内部監査

部門責任者と連携してこれを監査させ、把握するものとします。

(e)　当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「グローバルポリシー」を通じて、当社グループ全体が一体となって、当社グループにおける職務の執

行の適正性の確保に努めます。

当社は、当社の「関係会社管理規程」において当社グループ各社の当社の管理担当部署を定め、管理担当部署を

して、当社グループ各社と円滑な意思疎通をはかり、当社グループ各社の取締役、執行役員および従業員の職務の

執行に係る事項の当社への報告に関する体制を構築し、また、当社グループ各社の内部監査部門責任者と連携して

内部監査を実施し、社長に当社グループ各社の状況を報告させるものとします。

当社は、当社グループ各社の損失の危険を適時適切に把握するため、当社の管理担当部署をして把握された情報

を、適時にコンプライアンス・ガバナンス委員会と共有することで、当社グループ全体の損失の危険を管理する体

制を構築します。

当社は、当社の「経営執行会議」において、当社の管理担当部署から報告された重要な情報を審議し、当社グ

ループの職務の執行の効率化に努める。なお、審議に際しては、必要に応じて当該情報に関わる関係会社の責任者

を招集して、当該情報に関する詳細を説明させるものとします。
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(f)　監査役がその職務を補助すべき使用人をおく事を求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取

締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役が監査の必要性により取締役会に監査業務の補助に必要な補助使用人を要請した場合には、監査

業務の補助をする専任の従業員を配置します。

監査役より監査業務の補助の依頼を受けた従業員は、監査役の指揮命令権の下で業務を遂行します。

監査役は、監査業務の補助に就いた従業員の人事異動・人事評価・懲戒処分等に関する同意権を有するものと

し、当社は、監査役の同意なく、当該従業員に対する処遇を行わないものとします。

(g)　当社および子会社の取締役および使用人等が監査役（会）に報告するための体制、その他の監査役への報告に関

する体制、ならびに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役、執行役員および従業員は、監査役の求めに応じて、当社グループの職務の執行の状況、その他当社グ

ループに関する状況を監査役に報告する。監査役は、取締役会、その他当社の重要な会議に出席し、取締役から当

社グループの管理の状況について報告または説明を受けるものとします。また、取締役は、当社に著しい損害を及

ぼすおそれの事実を発見したときは直ちに監査役会に報告します。　　　　

当社は、当社グループ各社の取締役、監査役、執行役員および従業員に対し、監査役の求めに応じて、適時にそ

の職務の執行の状況、その他会社に関する状況を監査役に報告するよう指導します。

当社は、当社グループの従業員による内部通報の手段である「ホットライン」を整備し、当社グループの従業員

に周知する。また、当社は、「ホットライン」の利用状況を定期的に確認し、通報内容および利用状況を監査役に

定期的に報告する。また、当社は、「ホットライン」の利用状況に基づき、適宜これを見直すものとしま

す。　　　　

当社は、「ホットライン」を利用して内部通報を行った者に対して不利益な取扱いをしないものとし、これを、

「社内ホットライン運用規程」に定めるものとします。　　　　　

当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書その他業務執行に関する重要な書類を監査

役の閲覧に供するものとします。　　　　

(h)　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役は、監査役と定期的に会合をもって意見交換を行い、監査役との相互認識を深める。また、監査役は、会

計監査人および内部監査部門等と緊密な連携を保ち、意見および情報の交換を行います。

当社は、当社グループ各社の取締役、監査役、執行役員および従業員に対し、監査役の求めに応じて、監査役と

意見交換を行うよう指導します。

監査役は、取締役会のほか、当社の重要な会議に出席することができるものとします。また、当社は、監査役の

求めに応じて、当社グループ各社の取締役会その他重要な会議に出席することができるよう、当社グループ各社を

指導します。

当社は、コンプライアンス・ガバナンス委員会をして、コンプライアンス問題に関し、適宜、監査役会と協議さ

せるものとし、また、監査役の求めに応じて、法令違反行為（不祥事件を含む。）および社内規程違反行為（コン

プライアンスに関するものに限る。）について事実関係の調査（関連部署に対する指示、報告の受理を含む。）お

よび原因究明を行わせます。

監査役は、必要に応じて弁護士、その他外部専門家に相談することができ、また、監査費用についてはあらかじ

め予算を計上し、緊急または臨時に支出した費用についても当社に請求できるものとします。

(i)　反社会勢力排除にむけた基本的な考え方およびその整備状況

当社は、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨むことが、当社ひいてはステークホルダーの利益になるものと

認識しており、暴力、威力や詐欺的手法などを駆使して経済的利益を追求する反社会的勢力と、取引関係はもとよ

り一切の関係を遮断することに努め、当社グループ各社に対し、これを指導します。

当社は、平素より関係行政機関および地域団体・企業から、反社会的勢力に関する情報を収集します。

新規購買などの取引においては、社内規程に基づいた業者の審査を行い、社内手続きを経て承認された業者と取

引を行うことにしております。

　取引開始後に、反社会的勢力であることが明らかになった場合、直ちに取引関係を解消するとともに関係機関な

どに連絡をとり適切に対応しております。

当社は、当社グループに対して反社会的勢力から接触、不当要求があった場合、対応する従業員の生命、身体の

安全を図るため、外部の専門機関および顧問弁護士と連携してこれに対処します。
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・リスク管理体制の整備の状況

(a) リスク情報の管理体制

リスク情報の管理は、取締役および情報開示の担当部署により、リスクの洗い出しを行い、重要な情報を開示し

ております。また、今後も継続して業務執行部署にてリスク情報の洗い出しを行ない、重要性を基準化し管理をし

ていきます。

その他、当社の個人情報を含める情報資産を保護する目的で情報セキュリティ委員会を設置しております。

情報セキュリティ委員会は、当社の主要な情報資産の漏えいを防止し、万一、情報が漏えいをした場合にその原

因を追及して、今後発生しないように改善し、会社の情報資産を守るための委員会であります。

業務組織を横断してメンバーを構成し、各部署の情報資産を選別して重要な情報資産を守り、また情報資産の漏

えい防止の啓蒙を実施しております。

なお、情報の漏えいなど万一不測の事故や不祥事などが発生した場合には、社長をトップとする緊急対策本部を

即座に設置し、事態の打開策をとるとともに、リスク管理の適切な対応を行うようにしており、状況に応じて、市

場・投資家に対する説明を行う体制を構築しておりますとともに、役員、従業員、一人ひとりのコンプライアンス

意識を高めるため、教育研修体制の充実をはかり、法令および社会規範を遵守した行動を取るようにしておりま

す。

(b)情報開示体制

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、業務執行にあたり、業務内容が法令および定款に対する適

合の有無および情報としての開示を事前確認する法務部、当社および子会社の業績を管理する財務部、ならびに情

報開示を担当する広報ＩＲ部が連携を密にして、経営の透明性を図るため、経営情報を積極的に開示するようにし

ております。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

・内部監査

当社の内部監査部門は、社長直轄の独立組織である内部監査部（提出日現在４名）が担当しており、内部監査計

画に基づいて各部署の業務執行状況について監査を実施しております。内部監査の結果は、社長及び関係部署に報

告するとともに、常勤監査役に報告され、監査役監査との連携を図っております。なお、監査役会及び内部監査部

は、随時情報交換を行うなど、緊密な連携を図っております。

・監査役監査

当社は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成されており、社外監査役は

２名であります。各監査役は取締役会に出席するとともに、内部監査部と緊密な連携を図っております。また、監

査役は会計監査人より適時に監査に関する報告を受け、意見交換を行うなど、相互連携を図っております。

なお、監査役宮川和大氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

取締役水尾順一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、駿河台大学経済経営学部・同大学院総合

政策研究科教授としてＣＳＲおよびコーポレート・ガバナンス等の研究をしており、専門家としての長年の経験と

知見に基づいた助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締

役として選任しております。当社との間には特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社

との間に特別の利害関係はありません。

　　取締役高野一彦氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、関西大学社会安全学部・大学院社会安全

　　研究科教授としてコンプライアンスおよびリスク・危機管理ならびに欧米諸国の情報法制等を研究しており、専門

　　家としての見地から有用な意見を期待できるため、社外取締役として選任しております。当社との間には特別な利

　　害関係はありません。また、兼職している他の法人等との当社との間に特別な利害関係はありません。

監査役宮川和大氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等に基づき客観的な立場から監査を行う

ことができ、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。当社との間には特別

な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別の利害関係はありません。
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監査役鈴木良和氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、客観的な立場から監査を行うこと

ができ、また人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任してお

ります。当社との間には特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別の利害

関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めていません。

 

・責任限定契約の内容の概要

社外取締役および社外監査役は、いずれも当社と会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、３百万円または法令の定める最低限度

額とのいずれか高い額となります。

 

④ 役員の報酬等

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

269 202 67 ― ― 5

監査役
(社外監査役を除く。)

― ― ― ― ― ―

社外役員 43 38 5 ― ― 5
 

 

ロ  提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

連結報酬などの総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は、所管部署である人事部において、客観性・透明性の確保と株主視点の反映に基づき、報酬方針および

水準につき検討し、報酬案を作成、取締役会に答申し、取締役会での審議・承認をもって決定しております。
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⑤ 株式の保有状況

イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                        ９銘柄

貸借対照表計上額の合計額      170百万円

 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

第一生命保険㈱ 24,200 43 取引関係強化のため

㈱高島屋 24,631 27 取引関係強化のため

㈱アークス 9,150 22 取引関係強化のため

㈱三越伊勢丹ホールディングス 13,400 24 取引関係強化のため

Ｊ．フロントリテイリング㈱ 12,000 20 取引関係強化のため

㈱近鉄百貨店 39,511 13 取引関係強化のため

㈱エイチ・ツー・オーリテイリング 5,000 11 取引関係強化のため

㈱丸栄 41,316 5 取引関係強化のため

㈱井筒屋 10,000 0 取引関係強化のため
 

 

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

第一生命保険㈱ 24,200 33 取引関係強化のため

㈱高島屋 25,305 22 取引関係強化のため

㈱アークス 9,420 21 取引関係強化のため

㈱三越伊勢丹ホールディングス 13,400 17 取引関係強化のため

Ｊ．フロントリテイリング㈱ 12,000 15 取引関係強化のため

㈱近鉄百貨店 41,312 11 取引関係強化のため

㈱エイチ・ツー・オーリテイリング 5,000 9 取引関係強化のため

㈱丸栄 44,317 3 取引関係強化のため

㈱井筒屋 10,000 0 取引関係強化のため
 

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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⑥　会計監査の状況

会計監査につきましては、三優監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法および金融商品取引

法にもとづく会計監査を実施しております。

当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

(a) 業務を執行した公認会計士の氏名

　　　代表社員　業務執行社員　　古藤　智弘

　　　代表社員 業務執行社員　　齋藤　浩史

(b) 監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士７名

     その他   ７名

        (注)その他は、米国公認会計士、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

 

⑦　定款で定めている取締役の定数および取締役の選任決議要件

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。また、当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、

累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑧　自己の株式の取得

当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法

第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を

定款で定めております。

 

⑨　中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって

毎年８月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

 

⑩　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっ

て行う旨を定款で定めております。

 

⑪　取締役および監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定に

より、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損

害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 39 ― 40 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 39 ― 40 ―
 

(注) １．前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、平成25年２月期及び平成26年２月期英文連結財務諸表に

関する報酬４百万円を含んでおります。　

２．当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、平成27年２月期及び平成28年２月期英文連結財務諸表に

関する報酬３百万円を含んでおります。

 
② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のBDOネットワークに属している監査法人に対して支払

うべき報酬の額は、148百万円であります。

 
当連結会計年度

当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のBDOネットワークに属している監査法人に対して支払

うべき報酬の額は、219百万円であります。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、事業の業種、業態、監査日数等を

勘案し、適切に決定しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号) に

基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という) に基づいて作成しております。

なお、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成27年３月１日から平成28年２月29

日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成27年３月１日から平成28年２月29日まで)の財務諸表について、三優監査法

人により監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

  具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し

ております。
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１【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 14,558 11,979

  受取手形及び売掛金 ※1  6,952 6,321

  商品及び製品 5,068 5,693

  仕掛品 297 278

  原材料及び貯蔵品 1,198 1,054

  繰延税金資産 2,579 598

  その他 2,469 2,524

  貸倒引当金 △286 △459

  流動資産合計 32,837 27,992

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 17,605 18,413

    減価償却累計額 △12,394 △12,704

    建物及び構築物（純額） 5,210 5,708

   土地 3,434 3,433

   リース資産 1,977 2,783

    減価償却累計額 △286 △435

    リース資産（純額） 1,690 2,348

   その他 8,824 9,336

    減価償却累計額 △6,289 △6,637

    その他（純額） 2,535 2,699

   有形固定資産合計 12,871 14,189

  無形固定資産   

   のれん 7,027 7,070

   顧客関連資産 7,743 6,585

   その他 6,205 5,532

   無形固定資産合計 20,977 19,188

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※2  1,344 ※2  1,397

   長期貸付金 784 400

   繰延税金資産 77 97

   退職給付に係る資産 6 3

   敷金及び保証金 3,484 4,032

   その他 577 633

   貸倒引当金 △513 △447

   投資その他の資産合計 5,762 6,116

  固定資産合計 39,611 39,495

 資産合計 72,448 67,487
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,437 1,289

  1年内返済予定の長期借入金 1,232 1,232

  リース債務 395 847

  未払金 1,908 1,999

  未払法人税等 602 115

  繰延税金負債 7 6

  前受金 2,313 2,475

  賞与引当金 1,124 1,122

  商品保証引当金 117 124

  返品調整引当金 152 105

  店舗閉鎖損失引当金 10 1

  資産除去債務 8 9

  その他 3,187 2,688

  流動負債合計 12,496 12,018

 固定負債   

  新株予約権付社債 10,045 10,035

  長期借入金 2,768 1,536

  リース債務 1,308 1,497

  繰延税金負債 4,712 2,155

  退職給付に係る負債 1,957 1,397

  資産除去債務 1,477 1,608

  その他 539 928

  固定負債合計 22,809 19,158

 負債合計 35,306 31,177

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 12,944 12,944

  資本剰余金 13,157 13,157

  利益剰余金 17,378 15,876

  自己株式 △4,282 △4,353

  株主資本合計 39,198 37,624

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 43 14

  為替換算調整勘定 △2,164 △1,496

  退職給付に係る調整累計額 △206 △283

  その他の包括利益累計額合計 △2,327 △1,765

 新株予約権 270 448

 少数株主持分 1 2

 純資産合計 37,142 36,309

負債純資産合計 72,448 67,487
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

売上高 76,725 79,153

売上原価 ※1,※2  15,344 ※1,※2  16,642

売上総利益 61,380 62,511

販売費及び一般管理費 ※3,※4  58,500 ※3,※4  62,636

営業利益又は営業損失（△） 2,880 △125

営業外収益   

 受取利息 17 20

 受取配当金 3 6

 受取補償金 － 134

 受取保険料 － 123

 不動産賃貸料 55 46

 為替差益 3,431 －

 貸倒引当金戻入額 9 66

 その他 98 157

 営業外収益合計 3,615 555

営業外費用   

 支払利息 179 77

 不動産賃貸費用 14 13

 為替差損 － 733

 社債発行費 26 －

 その他 277 154

 営業外費用合計 497 978

経常利益又は経常損失（△） 5,997 △548

特別利益   

 固定資産売却益 ※5  199 ※5  0

 投資有価証券売却益 － 0

 新株予約権戻入益 22 －

 特別利益合計 222 0

特別損失   

 固定資産売却損 ※6  1 ※6  0

 固定資産除却損 ※7  14 ※7  49

 減損損失 ※8  47 ※8  201

 店舗閉鎖損失 57 27

 事業再編損失 ※9  177 ※9  528

 その他 － 40

 特別損失合計 297 848

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

5,922 △1,396

法人税、住民税及び事業税 861 1,045

法人税等調整額 △13 △582

法人税等合計 847 463

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

5,075 △1,860

当期純利益又は当期純損失（△） 5,075 △1,860
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

5,075 △1,860

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 21 △29

 為替換算調整勘定 △485 668

 退職給付に係る調整額 － △76

 持分法適用会社に対する持分相当額 131 0

 その他の包括利益合計 ※1  △332 ※1  562

包括利益 4,742 △1,297

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 4,742 △1,297

 少数株主に係る包括利益 0 0
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③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日)

 

 (単位：百万円)

 
株主資本 その他の包括利益累計額

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

為替換算調整勘

定

当期首残高 12,944 13,157 18,268 △7,022 37,348 22 △1,810

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    －   

会計方針の変更を反映

した当期首残高
12,944 13,157 18,268 △7,022 37,348 22 △1,810

当期変動額        

剰余金の配当   △368  △368   

当期純利益   5,075  5,075   

自己株式の取得    △3,001 △3,001   

自己株式の処分  △75  219 143   

自己株式の消却  △5,521  5,521 －   

利益剰余金から資本

剰余金への振替
 5,597 △5,597  －   

連結範囲の変動     －   

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     21 △354

当期変動額合計 － － △890 2,739 1,849 21 △354

当期末残高 12,944 13,157 17,378 △4,282 39,198 43 △2,164
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 － △1,788 154 109 35,823

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    －

会計方針の変更を反映

した当期首残高
－ △1,788 154 109 35,823

当期変動額      

剰余金の配当     △368

当期純利益     5,075

自己株式の取得     △3,001

自己株式の処分     143

自己株式の消却     －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
    －

連結範囲の変動     －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△206 △539 116 △107 △530

当期変動額合計 △206 △539 116 △107 1,319

当期末残高 △206 △2,327 270 1 37,142
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 当連結会計年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)

 

 (単位：百万円)

 
株主資本 その他の包括利益累計額

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

為替換算調整勘

定

当期首残高 12,944 13,157 17,378 △4,282 39,198 43 △2,164

会計方針の変更によ

る累積的影響額
  889  889   

会計方針の変更を反映

した当期首残高
12,944 13,157 18,268 △4,282 40,087 43 △2,164

当期変動額        

剰余金の配当   △524  △524   

当期純損失（△）   △1,860  △1,860   

自己株式の取得    △90 △90   

自己株式の処分  △5  18 13   

自己株式の消却     －   

利益剰余金から資本

剰余金への振替
 5 △5  －   

連結範囲の変動   △2  △2   

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     △29 668

当期変動額合計 － － △2,391 △71 △2,463 △29 668

当期末残高 12,944 13,157 15,876 △4,353 37,624 14 △1,496
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 △206 △2,327 270 1 37,142

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    889

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△206 △2,327 270 1 38,032

当期変動額      

剰余金の配当     △524

当期純損失（△）     △1,860

自己株式の取得     △90

自己株式の処分     13

自己株式の消却     －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
    －

連結範囲の変動     △2

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△76 562 177 0 740

当期変動額合計 △76 562 177 0 △1,722

当期末残高 △283 △1,765 448 2 36,309
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

5,922 △1,396

 減価償却費 3,825 4,346

 減損損失 47 201

 のれん償却額 477 540

 固定資産除却損 14 49

 賞与引当金の増減額（△は減少） 77 △3

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 317 335

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △43 △8

 受取利息及び受取配当金 △20 △26

 支払利息 179 77

 為替差損益（△は益） △3,324 1,181

 売上債権の増減額（△は増加） △432 579

 たな卸資産の増減額（△は増加） △870 △463

 仕入債務の増減額（△は減少） 69 △144

 敷金及び保証金の増減額（△は増加） △244 △543

 その他 439 328

 小計 6,435 5,052

 利息及び配当金の受取額 105 151

 利息の支払額 △199 △84

 法人税等の支払額 △845 △1,208

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,495 3,911

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） 107 95

 有形固定資産の取得による支出 △1,612 △2,544

 有形固定資産の売却による収入 698 0

 無形固定資産の取得による支出 △528 △617

 投資有価証券の取得による支出 △123 △253

 資産除去債務の履行による支出 △251 △55

 事業譲受による支出 △688 △908

 その他 △517 86

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,915 △4,198

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 4,000 －

 長期借入金の返済による支出 △9,714 △1,232

 新株予約権付社債の発行による収入 10,023 －

 リース債務の返済による支出 △105 △165

 自己株式の取得による支出 △3,001 △90

 配当金の支払額 △367 △522

 ストックオプションの行使による収入 104 9

 少数株主への配当金の支払額 △108 －

 その他 172 39

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,002 △1,961

現金及び現金同等物に係る換算差額 311 △314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,894 △2,562

現金及び現金同等物の期首残高 10,528 14,422

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 79

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  14,422 ※1  11,939
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社は51社であります。

①主要な連結子会社の名称

　Aderans America Holdings,Inc. (在外子会社)

　Aderans Europe B.V. (在外子会社)

　Aderans Thai., Ltd. (在外子会社)

　HC(USA) Inc.（在外子会社）

前連結会計年度において非連結子会社であったAderans Lao Co., Ltd.については、重要性が増したことによ

り、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

　　②主要な非連結子会社の名称

㈱パルメッセ

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

２　持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した非連結子会社はありません。

②持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社は2社であります。

主要な会社等の名称

Hair Club for Men of Milwaukee, Ltd.

Hair Club for Men, Ltd.(An Illinois corporation)

　③持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社等の名称

主要な会社等の名称

㈱パルメッセ

持分法を適用しない理由

　持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないためであります。

④持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項

決算日が連結決算日と異なる会社について、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は12月31日でありますが、各社とも連結決算日との差異が３カ月を超えていないので、当

該決算日の財務諸表を基礎として連結を行っており、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必

要な調整を行っております。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

②デリバティブ

時価法
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③　たな卸資産

商品・製品

当社は、ウィッグのうちオーダーメイドは個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）、レディメイドは主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、その他の商品は移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。また、在外連結子会社につ

いては、先入先出法による低価法または移動平均法による低価法によっております。

原材料・仕掛品

在外連結子会社については、先入先出法による低価法または移動平均法による低価法によっております。

貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって

おります。ただし、在外連結子会社については、先入先出法による低価法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法(ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によってお

ります。)

なお、在外連結子会社の有形固定資産については、主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物及び構築物 ３～47年
 

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によってお

ります。

また、顧客関連資産については、効果の及ぶ期間(８年)に基づく定額法によっております。

③長期前払費用

均等償却

④リース資産（所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③　商品保証引当金

　当社は、販売商品の無償保証契約に基づく補修費に充てるため、過去の補修実績を基礎として、その必要

額を見積計上しております。

④　返品調整引当金

　当社は、販売商品の返品による損失に備えるため、売掛金残高に当連結会計年度および前連結会計年度の

平均返品率と当連結会計年度の売上総利益率を乗じた額を計上しております。

⑤　店舗閉鎖損失引当金

　店舗の閉鎖による損失に備えるため、損失額を見積計上しております。

(4)退職給付に係る会計処理の方法　

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式

基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（３～５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法

により費用処理しております。
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(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外連結子会社の資産および負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めて計上しております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんは20年以内の合理的な年数で均等償却しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得日か

ら３ヵ月以内に満期日の到来する短期的な投資からなります。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 
(会計方針の変更)

退職給付に関する会計基準等の適用　

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の

期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎と

なる債券の期間について、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支

払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会

計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しており

ます。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が889百万円減少し、利益剰余金が889百万円増加して

おります。また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

 
(未適用の会計基準等)

企業結合に関する会計基準等

・「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

・「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）

・「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成25年９月13日)

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９

月13日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成25年９月13日）

 
(1) 概要

本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持

分変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変

更、④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものです。
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(2) 適用予定日

平成29年２月期の期首より適用する予定です。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成29年２月

期の期首以後実施される企業結合から適用する予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 
(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を

反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「支払手数料」86百万

円、「その他」190百万円は、「その他」277百万円として組み替えております。

 
(連結貸借対照表関係)

※１　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度

末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

受取手形 144百万円 ―百万円
 

 
※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

投資有価証券(株式) 975百万円 870百万円
 

 

(連結損益計算書関係)

※１　売上原価に含まれる商品保証引当金繰入額及び返品調整引当金繰入額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

商品保証引当金繰入額 117百万円 124百万円

返品調整引当金繰入額 16百万円 △46百万円
 

 

※２　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

売上原価 99百万円 298百万円
 

 

※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

広告宣伝費 11,411百万円 11,224百万円

給与手当 17,786百万円 19,891百万円

賞与引当金繰入額 1,053百万円 919百万円

退職給付費用 437百万円 407百万円

減価償却費 3,662百万円 4,162百万円

のれん償却額 477百万円 540百万円

貸倒引当金繰入額 54百万円 157百万円
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※４　一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

研究開発費 367百万円 348百万円
 

　

※５　固定資産売却益の内訳

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

建物及び土地 196百万円 ―百万円

その他 3百万円 0百万円

計 199百万円 0百万円
 

　

※６　固定資産売却損の内訳

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

その他 1百万円 0百万円
 

　

※７　固定資産除却損の内訳

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

建物及び構築物 12百万円 19百万円

その他 1百万円 29百万円

計 14百万円 49百万円
 

　

※８　減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

　

前連結会計年度(自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日)

(1) 資産グループの概要および減損損失の金額

用途 場所 種類
金額

(百万円)

遊休資産 東京都新宿区 無形固定資産その他 47
 

(2) 減損損失の認識に至った経緯

電話加入権のうち、使用見込のないものについて遊休資産とし、減損損失を認識いたしました。

(3) 資産のグルーピングの方法

当社は、事業部別かつ地域別に設置された営業部を基礎とし、営業部傘下の営業店間のキャッシュ・フロー

の相互補完性を考慮の上、グルーピングを行っております。なお、賃貸用資産及び遊休資産については、個々

の資産ごとにグルーピングを行っております。また、連結子会社については、会社ごとにグルーピングを行っ

ております。

(4) 回収可能価額の算定方法

遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額を零として評価しておりま

す。

　

当連結会計年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)

(1) 資産グループの概要および減損損失の金額

用途 場所 種類
金額

(百万円)

事業用資産 米国 無形固定資産その他 195

事業用資産 フランス のれん 6

合計   201
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(2) 減損損失の認識に至った経緯

米国子会社のうち、HC(USA) Inc.の事業用資産について、収益性の低下に伴い、減損損失を認識いたしまし

た。

ヨーロッパ子会社のうち、Aderans France SASの事業用資産について、収益性の低下に伴い、減損損失を認

識いたしました。

(3) 資産のグルーピングの方法

当社は、事業部別かつ地域別に設置された営業部を基礎とし、営業部傘下の営業店間のキャッシュ・フロー

の相互補完性を考慮の上、グルーピングを行っております。なお、賃貸用資産及び遊休資産については、個々

の資産ごとにグルーピングを行っております。また、連結子会社については、会社ごとにグルーピングを行っ

ております。

(4) 回収可能価額の算定方法

米国子会社の事業用資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを18.8%

で割り引いて算定しております。

フランス子会社の事業用資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

4.7%で割り引いて算定しております。

 
※９　事業再編損失

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

事業再編損失の主な内容は、米国における事業再編に係る費用であります。

 
当連結会計年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)　

事業再編損失の主な内容は、ラオスにおける事業再編に係る費用であります。

 

(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

その他有価証券評価差額金   

 当期発生額 34百万円 △45百万円

 組替調整額 ―百万円 ―百万円

   税効果調整前 34百万円 △45百万円

   税効果額 △12百万円 16百万円

   その他有価証券評価差額金 21百万円 △29百万円

為替換算調整勘定   

 当期発生額 △485百万円 668百万円

   為替換算調整勘定 △485百万円 668百万円

退職給付に係る調整額   

 当期発生額 ―百万円 △168百万円

 組替調整額 ―百万円 91百万円

  税効果調整前 ―百万円 △77百万円

  税効果額 ―百万円 0百万円

  退職給付に係る調整額 ―百万円 △76百万円

持分法適用会社に対する持分相当額   

 当期発生額 131百万円 0百万円

   持分法適用会社に対する持分相当額 131百万円 0百万円

その他の包括利益合計 △332百万円 562百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 40,213,388 ― 2,967,000 37,246,388
 

（変動事由の概要）

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少　2,967,000株

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,406,272 1,969,378 3,074,500 2,301,150
 

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加　1,968,500株

単元未満株式の買取りによる増加　878株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少　2,967,000株

ストック・オプションの権利行使による減少　107,500株

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社

2019年満期円貨建転換
社債型新株予約権付社

債(注)1、2
普通株式 ― 4,688,232 ― 4,688,232 ―

平成24年ストック・オ
プションとしての新株

予約権
― ― ― ― ― 50

平成25年ストック・オ
プションとしての新株

予約権
― ― ― ― ― 140

平成26年ストック・オ
プションとしての新株

予約権
― ― ― ― ― 79

合計 ― ― 4,688,232 ― 4,688,232 270
 

(注)　１　転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

２　2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるも

のであります。　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成26年５月22日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式

配当金の総額  368百万円

１株当たり配当額  10円

基準日 平成26年２月28日

効力発生日 平成26年５月23日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

平成27年５月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式

配当の原資 利益剰余金

配当金の総額 524百万円

１株当たり配当額  15円

基準日 平成27年２月28日

効力発生日 平成27年５月29日
 

 

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 37,246,388 ― ― 37,246,388
 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,301,150 91,736 10,000 2,382,886
 

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加　 91,000株

単元未満株式の買取りによる増加　 736株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの権利行使による減少　 10,000株

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社

2019年満期円貨建転換
社債型新株予約権付社

債(注)1
普通株式 4,688,232 ― ― 4,688,232 ―

平成24年ストック・オ
プションとしての新株

予約権
― ― ― ― ― 46

平成25年ストック・オ
プションとしての新株

予約権
― ― ― ― ― 163

平成26年ストック・オ
プションとしての新株

予約権
― ― ― ― ― 193

平成27年ストック・オ
プションとしての新株

予約権
― ― ― ― ― 44

合計 ― 4,688,232 ― ― 4,688,232 448
 

(注)　１　転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
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４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年５月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式

配当金の総額 524百万円

１株当たり配当額  15円

基準日 平成27年２月28日

効力発生日 平成27年５月29日
 

 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

平成28年５月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式

配当の原資 利益剰余金

配当金の総額 522百万円

１株当たり配当額 15 円

基準日 平成28年２月29日

効力発生日 平成28年５月27日
 

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

現金及び預金勘定 14,558百万円 11,979百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △136百万円 △39百万円

現金及び現金同等物 14,422百万円 11,939百万円
 

 

２　新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

新たに計上したファイナンス・
リース取引に係る資産及び債務の
額

747百万円 807百万円

 

 

(リース取引関係)

１　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

・有形固定資産

主として、当社営業用資産の内装設備（建物及び構築物等）であります。

②リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４(2)「重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり

であります。
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２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

１年以内 2,017 2,126

１年超 8,040 10,695

合計 10,057 12,821
 

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等を主体として運用しており、資金調達につい

ては主に銀行借入及び新株予約権付社債としております。また、デリバティブ取引については、外貨建債権債務に

係る為替変動リスクを回避するために必要に応じて為替予約取引等を利用し、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部の外貨建て営業債権

は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株

式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、１年以内の支払期日であります。一部の外貨建て営業債務は、

為替の変動リスクに晒されております。未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、すべて１

年以内に納付期日が到来します。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、経理部が得意先別に記録・整理して管理しております。また各営業部において主

要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。連結子会社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、取引先企業と

の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、財務部が必要に応じて資金繰計画を作成・更新し流動性リスクを管理しております。

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

 

(5) 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち9.7％が特定の大口顧客に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照ください。）。

 
前連結会計年度(平成27年２月28日)

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 14,558 14,558 ―

(2) 受取手形及び売掛金 6,952 6,952 ―

(3) 投資有価証券 369 369 ―

資産計 21,880 21,880 ―

(1) 支払手形及び買掛金 1,437 1,437 ―

(2) １年内返済予定の長期借入金 1,232 1,232 ―

(3) 未払法人税等 602 602 ―

(4) 未払金 1,908 1,908 ―

(5) 新株予約権付社債 10,045 9,948 △97

(6) 長期借入金 2,768 2,768 ―

負債計 17,994 17,896 △97
 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

 

資  産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、取引所の価格によっております。

負  債

(1) 支払手形及び買掛金、(3) 未払法人税等、(4)未払金

これらは短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

(2)１年内返済予定の長期借入金、(6)長期借入金

長期借入金（１年内返済予定分を含む）については、すべて変動金利よるものであるため、短期間で市場金利を

反映し、また、当社の信用状態は実行後も大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考え

られるため、当該帳簿価額によっております。

(5)新株予約権付社債

市場価格に基づき算定しております。

 
当連結会計年度(平成28年２月29日)

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 11,979 11,979 ―

(2) 受取手形及び売掛金 6,321 6,321 ―

(3) 投資有価証券 526 526 ―

資産計 18,827 18,827 ―

(1) 支払手形及び買掛金 1,289 1,289 ―

(2) １年内返済予定の長期借入金 1,232 1,232 ―

(3) 未払法人税等 115 115 ―

(4) 未払金 1,999 1,999 ―

(5) 新株予約権付社債 10,035 9,768 △266

(6) 長期借入金 1,536 1,536 ―

負債計 16,208 15,941 △266
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、取引所の価格によっております。

負  債

(1) 支払手形及び買掛金、(3) 未払法人税等、(4)未払金

これらは短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

(2)１年内返済予定の長期借入金、(6)長期借入金

長期借入金（１年内返済予定分を含む）については、すべて変動金利よるものであるため、短期間で市場金利を

反映し、また、当社の信用状態は実行後も大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考え

られるため、当該帳簿価額によっております。

(5)新株予約権付社債

市場価格に基づき算定しております。

 
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

  (単位：百万円)

区分 平成27年２月28日 平成28年２月29日

関係会社株式 975 870

敷金及び保証金 3,484 4,032
 

関係会社株式は市場価格がないため、敷金及び保証金は償還時期の見積りが困難であり、将来キャッシュ・フ

ローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「２．金融商品の時価等に関す

る事項」には含めておりません。

 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成27年２月28日)

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 14,558 ― ― ―

受取手形及び売掛金 6,952 ― ― ―

合計 21,510 ― ― ―
 

 

当連結会計年度(平成28年２月29日)

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 11,979 ― ― ―

受取手形及び売掛金 6,321 ― ― ―

投資有価証券     

 その他有価証券のうち満期のあるもの（社債） ― 100 ― ―

合計 18,300 100 ― ―
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 ３．長期借入金及びリース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成27年２月28日)

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

新株予約権付社債 ― ― ― ― 10,000 ―

長期借入金 1,232 1,232 1,232 304 ― ―

リース債務 395 773 528 4 2 ―

合計 1,627 2,005 1,760 308 10,002 ―
 

　

当連結会計年度(平成28年２月29日)

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

新株予約権付社債 ― ― ― 10,000 ― ―

長期借入金 1,232 1,232 304 ― ― ―

リース債務 847 602 893 2 ― ―

合計 2,079 1,834 1,197 10,002 ― ―
 

　

(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度(平成27年２月28日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの

   

株式 170 100 69

その他 102 100 1

小計 272 201 71

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

   

その他 96 101 △4

小計 96 101 △4

合計 369 302 67
 

　

当連結会計年度(平成28年２月29日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの

   

株式 99 64 35

債券 103 101 2

その他 17 16 0

小計 220 182 38

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

   

株式 36 38 △1

その他 269 284 △15

小計 305 322 △16

合計 526 505 21
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２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

 
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

債券 50 0 ―

合計 50 0 ―
 

 

(退職給付関係)

 

１　採用している退職給付制度の概要　

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度および退職一時金制度を設けております。

一部の在外連結子会社は、確定給付型の制度を設けております。

 
２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

退職給付債務の期首残高 5,415 5,611

会計方針の変更による累積的影響額 ― △889

会計方針の変更を反映した期首残高 5,415 4,722

勤務費用 320 341

利息費用 57 36

数理計算上の差異の発生額 △68 203

退職給付の支払額 △113 △150

退職給付債務の期末残高 5,611 5,153
 

 

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

年金資産の期首残高 3,572 3,660

期待運用収益 38 37

数理計算上の差異の発生額 24 34

事業主からの拠出額 62 71

退職給付の支払額 △38 △45

年金資産の期末残高 3,660 3,758
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

資産の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

積立型制度の退職給付債務 1,736 1,621

年金資産 △3,660 △3,758

 △1,923 △2,137

非積立型制度の退職給付債務 3,874 3,531

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,951 1,394

   

退職給付に係る負債 1,957 1,397

退職給付に係る資産 △6 △3

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,951 1,394
 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

勤務費用 320 341

利息費用 57 36

期待運用収益 △38 △37

数理計算上の差異の費用処理額 139 117

過去勤務費用の費用処理額 △26 △26

その他 ― 27

確定給付制度に係る退職給付費用 452 458
 

　

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

過去勤務費用 ― △26

数理計算上の差異 ― △51

合計 ― △77
 

　

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

未認識過去勤務費用 △45 △19

未認識数理計算上の差異 251 302

合計 206 283
 

　

(7) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

共同運用資産 99％ 99％

その他 1％ 1％

合計 100％ 100％
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②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

割引率 0.9～4.5% 0.4～5.0%

長期期待運用収益率 1.0～2.0% 1.0～2.0%
 

 

(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

 前連結会計年度 当連結会計年度

販売費及び一般管理費 178百万円 181百万円
 

 

　２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

新株予約権戻入益 22百万円 ―百万円
 

 

３．ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

区分
平成24年

ストック・オプション

平成25年

ストック・オプション

平成26年

ストック・オプション

付与対象者の区分および人数

(名)

取締役７名

従業員49名

取締役６名

従業員53名

取締役６名

従業員56名

株式の種類及び付与数 普通株式　263,000株 普通株式　293,000株 普通株式　370,300株

付与日 平成24年７月23日 平成25年７月５日 平成26年７月８日

権利確定条件
権利行使時においても勤
務していること。

権利行使時においても勤
務していること。

権利行使時においても勤
務していること。

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間
平成26年７月23日～

平成34年６月21日

平成27年７月５日～

平成35年５月23日

平成28年７月８日～

平成36年５月22日
 

 

会社名 提出会社

区分
平成27年

ストック・オプション

付与対象者の区分および人数

(名)

取締役５名

従業員56名

株式の種類及び付与数 普通株式　488,900株

付与日 平成27年７月24日

権利確定条件
権利行使時においても勤
務していること。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間
平成29年７月24日～

平成37年５月28日
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(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況

当連結会計年度(平成28年２月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数　

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

区分
平成24年

ストック・オプション

平成25年

ストック・オプション

平成26年

ストック・オプション

権利確定前　(株)    

前連結会計年度末 ― 289,500 366,300

付与 ― ― ―

失効 ― 9,200 11,100

権利確定 ― 280,300 ―

未確定残 ― ― 355,200

権利確定後　(株)    

前連結会計年度末 137,500 ― ―

権利確定 ― 280,300 ―

権利行使 10,000 ― ―

失効 ― ― ―

未行使残 127,500 280,300 ―
 

 

会社名 提出会社

区分
平成27年

ストック・オプション

権利確定前　(株)  

前連結会計年度末 ―

付与 488,900

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 488,900

権利確定後　(株)  

前連結会計年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―
 

 

②単価情報

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

区分
平成24年

ストック・オプション

平成25年

ストック・オプション

平成26年

ストック・オプション

権利行使価格　(円) 97,200 138,100 157,100

行使時平均株価　(円) 1,088 ― ―

付与日における公正な評価単
価　(円)

36,700 58,200 65,500
 

 

会社名 提出会社

区分
平成27年

ストック・オプション

権利行使価格　(円) 108,800

行使時平均株価　(円) ―

付与日における公正な評価単
価　(円)

27,600
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４．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1)使用した算定方法

ブラック・ショールズ式

(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法

① 株価変動性　　 38.6％

過去６年（平成21年８月20日から平成27年７月24日まで）の株価実績に基づき算定しております。

② 予想残存期間　　６年

十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間

を予想残存期間と推定して見積もっております。

③ 予想配当　　　　15円／株

平成27年２月期の配当実績によります。

④ 無リスク利子率　0.12％

予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 
５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

繰延税金資産   

たな卸資産未実現利益 28百万円 28百万円

未払事業税 43百万円 ―百万円

たな卸資産評価損 228百万円 323百万円

貸倒引当金 20百万円 98百万円

退職給付に係る負債 623百万円 375百万円

賞与引当金 403百万円 374百万円

商品保証引当金 41百万円 40百万円

返品調整引当金 54百万円 34百万円

減価償却限度超過額 1,093百万円 992百万円

減損損失 2,463百万円 2,087百万円

繰越欠損金 6,855百万円 5,837百万円

資産除去債務 528百万円 522百万円

その他 932百万円 951百万円

繰延税金資産小計 13,317百万円 11,666百万円

評価性引当額 △10,186百万円 △8,725百万円

繰延税金資産合計 3,130百万円 2,940百万円

   
繰延税金負債   

資産除去債務に対応する除去費用 366百万円 352百万円

企業結合により識別された無形資産 4,711百万円 3,882百万円

その他 116百万円 171百万円

繰延税金負債合計 5,193百万円 4,406百万円

   
繰延税金資産の純額 △2,063百万円 △1,465百万円
   

 

 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

流動資産－繰延税金資産 2,579百万円 598百万円

固定資産－繰延税金資産 77百万円 97百万円

流動負債－繰延税金負債 7百万円 6百万円

固定負債－繰延税金負債 4,712百万円 2,155百万円
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

法定実効税率 38.0％ ―％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.4 ―

住民税均等割額 2.2 ―

試験研究費税額控除 △0.1 ―

評価性引当額の増減 △34.7 ―

のれん償却 3.1 ―

連結子会社の税率差異 △1.9 ―

海外子会社の留保利益 0.3 ―

税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正 1.8 ―

その他 1.2 ―

税効果会計適用後の法人税等の負担率 14.3％ ―％
 

 
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。

 
３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27

年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げが行われることとなりました。これに伴い、当社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効

税率は従来の35.6％から、平成28年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については

33.1％に、平成29年３月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3％となり

ます。

この税率変更により繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が46百万円減少し、当連結会計

年度に計上された法人税等調整額が47百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円増加しております。

４．連結決算日後の法人税等の税率変更

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率等が変更されることになりました。これに伴い、当社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定

実効税率は、平成29年３月１日から開始する連結会計年度及び平成30年３月１日から開始する連結会計年度に解消

が見込まれる一時差異等については、32.3％から30.9％に、また、平成31年３月１日から開始する連結会計年度以

降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3％から30.6％に変更されます。

　なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から16年と見積り、割引率は0.1%～2.2%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
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(3) 当該資産除去債務の総額の増減

  
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

 
当連結会計年度

(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

期首残高  1,050百万円  1,485百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額  71百万円  156百万円

時の経過による調整額  22百万円  28百万円

資産除去債務の履行による減少額  △91百万円  △52百万円

見積りの変更による増加額  432百万円  ―百万円

期末残高  1,485百万円  1,618百万円
 

 

(賃貸等不動産関係)

当社グループでは、東京都及び茨城県に所有する不動産が遊休となっております。

これら賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

賃貸等不動産
連結貸借対照表計上額

期首残高 469 3,113

期中増減額 2,643 3

期末残高 3,113 3,116

期末時価 3,420 3,607
 

(注) １ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２ 賃貸等不動産の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は新たに遊休不動産となった不動産3,125

百万円であり、主な減少額は除売却による減少446百万円及び減価償却費35百万円であります。当連結会計

年度の増加額は借地権の契約更新による35百万円であり、主な減少額は減価償却費31百万円であります。

３ 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産評価等に基づく金額（指標等を用いて調整を行ったものを

含む）であります。

 

また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。

    (単位：百万円)

   
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

賃貸等不動産

賃貸収益  53 44

賃貸費用  13 12

差額  39 31

その他（売却損益等） 33 △123
 

（注）  前連結会計年度のその他（売却損益等）は、固定資産売却益165百万円、固定資産除却損△10百万円及び遊

休不動産に係る減価償却費、地代家賃、不動産管理費等△122百万円であります。当連結会計年度のその他

（売却損益等）は、遊休不動産に係る減価償却費、地代家賃、不動産管理費等△123百万円であります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　

当社グループは、国内においては「アデランス事業」「フォンテーヌ事業」を、海外においては「ボズレー事

業」「海外ウィッグ事業」を報告セグメントとしております。

「アデランス事業」はオーダーメイドウィッグ、増毛商品、育毛サービス、ヘアケア＆スカルプケアを、「フォ

ンテーヌ事業」は女性向けレディメイドウィッグを、「ボズレー事業」はヘア・トランスプラントサービスを、

「海外ウィッグ事業」はオーダーメイドウィッグ、レディメイドウィッグ、育毛サービスを提供しております。

 
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね

同一であります。また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。

 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日)

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額

(注２.３)

連結財務
諸表計上

額
(注４)

アデランス

事業

フォンテーヌ

事業

ボズレー

事業

海外ウィッグ

事業

売上高         

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

29,759 9,433 10,510 24,086 2,935 76,725 ― 76,725

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

― ― ― 2 4,141 4,143 △4,143 ―

計 29,759 9,433 10,510 24,088 7,076 80,869 △4,143 76,725

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

6,843 1,732 462 △892 △317 7,827 △4,946 2,880

その他の項目
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

減価償却費 274 152 183 2,709 163 3,482 309 3,792

のれんの償却額 ― ― ― 477 ― 477 ― 477
 

(注)　１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、美材ルート事業、医療事業、Ｅ

Ｃ事業等が含まれております。

　２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△4,946百万円は、セグメント間取引消去197百万円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△5,144百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

　３．減価償却費の調整額309百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であります。

　４．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整をおこなっております。

　５．資産項目については、事業セグメントごとに資産を配分していないため記載しておりません。
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当連結会計年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額

(注２.３)

連結財務
諸表計上

額
(注４)

アデランス

事業

フォンテーヌ

事業

ボズレー

事業

海外ウィッグ

事業

売上高         

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

28,086 8,300 11,897 28,388 2,480 79,153 ― 79,153

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

― ― ― 4 4,433 4,438 △4,438 ―

計 28,086 8,300 11,897 28,393 6,914 83,591 △4,438 79,153

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

5,390 90 141 △809 △830 3,982 △4,107 △125

その他の項目
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

減価償却費 429 205 194 2,946 212 3,988 325 4,314

のれんの償却額 ― ― ― 540 ― 540 ― 540
 

(注)　１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、美材ルート事業、医療事業、Ｅ

Ｃ事業等が含まれております。

　２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△4,107百万円は、セグメント間取引消去467百万円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△4,575百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

　３．減価償却費の調整額325百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であります。

　４．セグメント利益は、連結財務諸表の営業損失と調整をおこなっております。

　５．資産項目については、事業セグメントごとに資産を配分していないため記載しておりません。

 

【関連情報】

１  製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

   (単位：百万円)

日本 北米 その他 合計

42,064 28,994 5,666 76,725
 

(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

   (単位：百万円)

日本 北米 その他 合計

38,841 34,431 5,880 79,153
 

(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

   (単位：百万円)

日本 北米 その他 合計

8,513 2,876 1,482 12,871
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当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

   (単位：百万円)

日本 北米 その他 合計

9,208 3,027 1,953 14,189
 

　

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものが

ないため、記載を省略しております。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

   (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
アデランス事業 フォンテーヌ事業 ボズレー事業

海外ウィッグ
事業

減損損失 ― ― ― ― ― 47 47
 

(注) 「全社・消去」の金額は、全社資産に係るものであります。

　

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

   (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
アデランス事業 フォンテーヌ事業 ボズレー事業

海外ウィッグ
事業

減損損失 ― ― ― 201 ― ― 201
 

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)

   (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

アデランス事業 フォンテーヌ事業 ボズレー事業
海外ウィッグ

事業

(のれん)        

当期末残高 ― ― ― 7,027 ― ― 7,027
 

(注)　のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)

   (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

アデランス事業 フォンテーヌ事業 ボズレー事業
海外ウィッグ

事業

(のれん)        

当期末残高 ― ― ― 7,070 ― ― 7,070
 

(注)　のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（１）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

　

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

種類 氏名
資本金又
は出資金

 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員 根本信男 ― ― 11.30
当社代表取締
役会長兼社長

ストック・
オプション
の権利行使

27 ― ―

 

(注）平成24年６月21日開催の当社取締役会決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度におけ

る権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、権利行使による付与株式数に行使時の払込金

額を乗じた金額を記載しております。
　

当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

該当事項はありません。

　

（２）連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

　

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)
前連結会計年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

１株当たり純資産額 1,055円09銭
 

 

１株当たり純資産額 1,028円56銭
 

 

１株当たり当期純利益金額 142円43銭
 

 

１株当たり当期純損失金額（△） △53円27銭
 

 

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額

135円11銭
 

 

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額

－
 

 
 

(注) １．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

連結貸借対照表の純資産の部の
合計額

37,142百万円 36,309百万円

純資産の部の合計額から控除する金
額

272百万円 450百万円

（うち新株予約権） (270百万円) (448百万円)

（うち少数株主持分） (1百万円) (2百万円)

普通株式に係る純資産額 36,870百万円 35,859百万円

普通株式の発行済株式数 37,246,388株 37,246,388株

普通株式の自己株式数 2,301,150株 2,382,886株

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数

34,945,238株 34,863,502株
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３．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

１株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額

  

連結損益計算書上の当期純利益
又は当期純損失（△）

5,075百万円 △1,860百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益
又は当期純損失（△）

5,075百万円 △1,860百万円

普通株式の期中平均株式数 35,633,174株 34,917,588株

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額

  

当期純利益調整額 △4 ―

（うち社債発行差金の償却額
（ 税 額 相 当 額 控 除 後 ）（ 百 万
円））　（注４）

(△4) (―)

普通株式増加額 1,898,748株 ―

（うち転換社債型新株予約権付社
債）

(1,862,448株) (―株)

（うち新株予約権） (36,300株) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益金額
の算定に含まれなかった潜在株式の
概要

平成25年５月23日の取締役会決議に
より付与された新株予約権方式のス
トックオプション

普通株式 289,500 株
 

 
平成26年５月22日の取締役会決議に
より付与された新株予約権方式のス
トックオプション

普通株式 366,300 株
 

なお、詳細については、第５　経理
の状況　１　連結財務諸表等(1)連結
財務諸表(ストック・オプション等関
係)に記載のとおりであります。

平成24年６月21日の取締役会決議に
より付与された新株予約権方式のス
トックオプション

普通株式 127,500株
 

 
平成25年５月23日の取締役会決議に
より付与された新株予約権方式のス
トックオプション

普通株式 280,300株
 

　　
平成26年５月22日の取締役会決議に
より付与された新株予約権方式のス
トックオプション

普通株式 355,200株
 

 
平成27年５月28日の取締役会決議に
より付与された新株予約権方式のス
トックオプション

普通株式 488,900株
 

 
2019年満期円貨建転換社債型新株予
約権付社債

普通株式 4,688,232株
 

なお、詳細については、第５　経理
の状況　１　連結財務諸表等(1)連結
財務諸表(ストック・オプション等関
係、連結附属明細表の社債明細表)に
記載のとおりであります。

 

４．社債額面金額よりも高い価額で発行したことによる当該差額に係る償却額（税額相当額控除後）でありま

す。

５．「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取り扱いに従っております。

　　この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額は25.50円増加し、１株当たり当期純損失金額に与える影

響は軽微であります。

 

(重要な後発事象)

当社は、平成28年５月26日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションと

しての新株予約権を発行することを決議いたしました。

なお、詳細につきましては、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（９）ストックオプション制度の内

容」に記載しております。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

当社
2019年満期円貨建
転換社債型新株予
約権付社債

平成26年
10月７日

10,045 10,035 ― なし
平成31年
10月７日

 

(注) １．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約
権の発行
価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額

(百万円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)

新株予約権
の付与割合

(％)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

当社
普通株式

無償 2,133 10,000 ― 100

自 平成26年
   10月21日
至 平成31年
   ９月20日

(注)

 

(注) 新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価

額は、その額面金額と同額とする。
 

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

― ― ― 10,000 ―
 

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 1,232 1,232 0.67 ―

１年以内に返済予定のリース債務 395 847 6.04 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

2,768 1,536 0.67
平 成 29 年 ３ 月 31
日～　　平成30年３
月30日

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

1,308 1,497 6.11
平成29年３月31日～
平成31年８月31日

合計 5,703 5,112 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返

済予定額の総額
 

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 1,232 304 ― ―

リース債務 602 893 2 ―
 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 19,708 39,842 58,862 79,153

税金等調整前四半期
純利益金額又は税金
等調整前四半期（当
期 ) 純 損 失 金 額
（△）

(百万円) 99 598 △92 △1,396

四半期純利益金額又
は四半期（当期)純
損失金額（△）

(百万円) 54 349 △474 △1,860

１株当たり四半期純
利益金額又は１株当
たり四半期（当期)
純損失金額（△）

(円) 1.56 10.00 △13.59 △53.27

 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純
利益金額又は１株当
たり四半期純損失金
額（△）

(円) 1.56 8.44 △23.61 △39.74
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２【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,361 8,400

  受取手形 ※1  867 705

  売掛金 ※2  3,902 ※2  3,502

  商品 2,657 2,561

  貯蔵品 432 425

  前払費用 448 470

  繰延税金資産 1,483 569

  その他 ※2  363 ※2  740

  貸倒引当金 △2 △1

  流動資産合計 20,515 17,374

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 2,794 2,860

   構築物 40 35

   機械及び装置 4 4

   車両運搬具 － 0

   工具、器具及び備品 394 611

   土地 3,508 3,508

   リース資産 1,681 2,340

   建設仮勘定 248 3

   有形固定資産合計 8,673 9,365

  無形固定資産   

   特許権 0 0

   借地権 1,240 1,275

   商標権 16 14

   ソフトウエア 773 727

   その他 61 61

   無形固定資産合計 2,092 2,079

  投資その他の資産   

   投資有価証券 369 526

   関係会社株式 5,039 5,319

   出資金 0 0

   関係会社出資金 0 0

   長期貸付金 400 400

   関係会社長期貸付金 24,134 23,588

   長期前払費用 50 143

   繰延税金資産 74 54

   敷金及び保証金 3,180 3,671

   その他 279 46

   貸倒引当金 △783 △1,002

   投資その他の資産合計 32,746 32,749

  固定資産合計 43,512 44,195

 資産合計 64,027 61,569
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※2  302 ※2  273

  1年内返済予定の長期借入金 1,232 1,232

  リース債務 390 846

  未払金 ※2  1,734 ※2  1,856

  未払費用 564 558

  未払法人税等 470 52

  前受金 1,187 1,274

  預り金 70 ※2  524

  前受収益 7 0

  賞与引当金 983 959

  商品保証引当金 117 124

  返品調整引当金 152 105

  店舗閉鎖損失引当金 10 1

  資産除去債務 8 9

  その他 573 165

  流動負債合計 7,804 7,985

 固定負債   

  新株予約権付社債 10,045 10,035

  長期借入金 2,768 1,536

  リース債務 1,307 1,497

  退職給付引当金 1,303 640

  資産除去債務 1,477 1,608

  その他 136 136

  固定負債合計 17,038 15,454

 負債合計 24,842 23,439

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 12,944 12,944

  資本剰余金   

   資本準備金 13,157 13,157

   資本剰余金合計 13,157 13,157

  利益剰余金   

   利益準備金 1,022 1,022

   その他利益剰余金   

    建物圧縮積立金 0 0

    繰越利益剰余金 16,035 14,903

   利益剰余金合計 17,057 15,925

  自己株式 △4,288 △4,360

  株主資本合計 38,870 37,666

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 43 14

  評価・換算差額等合計 43 14

 新株予約権 270 448

 純資産合計 39,185 38,129

負債純資産合計 64,027 61,569
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②【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成26年３月１日
　至 平成27年２月28日)

当事業年度
(自 平成27年３月１日
　至 平成28年２月29日)

売上高 ※2  42,146 ※2  38,915

売上原価 ※2  7,257 ※2  7,425

売上総利益 34,889 31,489

販売費及び一般管理費 ※1、※2  31,662 ※1、※2  31,203

営業利益 3,227 285

営業外収益   

 受取利息 ※2  557 ※2  478

 有価証券利息 － 1

 受取配当金 3 6

 不動産賃貸料 55 46

 為替差益 3,308 －

 経営指導料 ※2  361 ※2  399

 受取補償金 － 134

 その他 ※2  106 ※2  127

 営業外収益合計 4,392 1,194

営業外費用   

 支払利息 171 68

 貸倒引当金繰入額 260 219

 不動産賃貸費用 14 13

 為替差損 － 786

 社債発行費 26 －

 その他 225 144

 営業外費用合計 698 1,231

経常利益 6,921 247

特別利益   

 固定資産売却益 165 －

 投資有価証券売却益 － 0

 特別利益合計 165 0

特別損失   

 固定資産除却損 12 20

 減損損失 47 －

 関係会社株式評価損 － 517

 関係会社出資金評価損 116 0

 店舗閉鎖損失 57 27

 特別損失合計 233 565

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 6,853 △317

法人税、住民税及び事業税 677 222

法人税等調整額 △13 951

法人税等合計 664 1,174

当期純利益又は当期純損失（△） 6,189 △1,492
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　【売上原価明細書】

  前事業年度 当事業年度

  （自 平成26年３月１日 （自 平成27年３月１日

   　至 平成27年２月28日）  　至 平成28年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

商品売上原価      

　商品期首たな卸高  2,027  2,657  

　当期商品仕入高  4,760  4,326  

　補修費  193  245  

　商品保証引当金繰入額  117  124  

　返品調整引当金繰入額  16  △46  

　合計  7,115  7,306  

　商品他勘定振替高 ※ 89  214  

　商品期末たな卸高  2,657  2,561  

　商品売上原価  4,368 60.2 4,531 61.0

      

サービス収入原価      

　直接材料費  428  416  

　給与手当  1,942  1,963  

　法定福利費  329  335  

　賞与引当金繰入額  187  178  

　サービス収入原価  2,888 39.8 2,894 39.0

      

売上原価合計  7,257 100.0 7,425 100.0

      
 

　※商品他勘定振替高の内訳

項目 前事業年度（百万円） 当事業年度（百万円）

貯蔵品   10  7

販売促進費   67  187

事務消耗品費   4  8

教育訓練費   5  10

研究開発費   0  ―
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰

余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計建物圧縮積立

金

繰越利益剰余

金

当期首残高 12,944 13,157 － 13,157 1,022 0 15,820 16,842

会計方針の変更によ

る累積的影響額
        

会計方針の変更を反映

した当期首残高
12,944 13,157 － 13,157 1,022 0 15,820 16,842

当期変動額         

剰余金の配当       △368 △368

当期純利益       6,189 6,189

自己株式の取得         

自己株式の処分   △76 △76     

自己株式の消却   △5,529 △5,529     

圧縮積立金の取崩      △0 0 －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
  5,605 5,605   △5,605 △5,605

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

        

当期変動額合計 － － － － － △0 215 215

当期末残高 12,944 13,157 － 13,157 1,022 0 16,035 17,057
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △7,037 35,906 22 22 131 36,060

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 －    －

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△7,037 35,906 22 22 131 36,060

当期変動額       

剰余金の配当  △368    △368

当期純利益  6,189    6,189

自己株式の取得 △3,001 △3,001    △3,001

自己株式の処分 220 143    143

自己株式の消却 5,529 －    －

圧縮積立金の取崩  －    －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
 －    －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  21 21 139 160

当期変動額合計 2,748 2,963 21 21 139 3,124

当期末残高 △4,288 38,870 43 43 270 39,185
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 当事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰

余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計建物圧縮積立

金

繰越利益剰余

金

当期首残高 12,944 13,157 － 13,157 1,022 0 16,035 17,057

会計方針の変更によ

る累積的影響額
      889 889

会計方針の変更を反映

した当期首残高
12,944 13,157 － 13,157 1,022 0 16,924 17,946

当期変動額         

剰余金の配当       △524 △524

当期純損失（△）       △1,492 △1,492

自己株式の取得         

自己株式の処分   △5 △5     

自己株式の消却         

圧縮積立金の取崩      △0 0 －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
  5 5   △5 △5

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

        

当期変動額合計 － － － － － △0 △2,021 △2,021

当期末残高 12,944 13,157 － 13,157 1,022 0 14,903 15,925
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △4,288 38,870 43 43 270 39,185

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 889    889

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△4,288 39,759 43 43 270 40,074

当期変動額       

剰余金の配当  △524    △524

当期純損失（△）  △1,492    △1,492

自己株式の取得 △90 △90    △90

自己株式の処分 18 13    13

自己株式の消却  －    －

圧縮積立金の取崩  －    －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
 －    －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △29 △29 177 148

当期変動額合計 △71 △2,092 △29 △29 177 △1,944

当期末残高 △4,360 37,666 14 14 448 38,129
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)

　

２　デリバティブ

時価法

　

３　たな卸資産の評価基準および評価方法

商品

ウィッグのうちオーダーメイドは個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）、レディメイド及びその他の商品は移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　

４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物……………………… ３～47年

構築物………………………  10年

機械及び装置………………… ７年

工具、器具及び備品…… ２～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。

(3) 長期前払費用

均等償却

(4) リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

　

５　外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

　

６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 商品保証引当金

販売商品の無償保証契約に基づく補修費に充てるため、過去の補修実績を基礎として、その必要額を見積計上

しております。
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(4) 返品調整引当金

販売商品の返品による損失に備えるため、売掛金残高に当事業年度および前事業年度の平均返品率と当事業年

度の売上総利益率を乗じた額を計上しております。

(5) 店舗閉鎖損失引当金

店舗の閉鎖による損失に備えるため、損失額を見積計上しております。

(6) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基

準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より費用処理しております。

　

７　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

(2) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(3) 退職給付に係る会計処理　

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照

表と異なります。

　

(会計方針の変更)

退職給付に関する会計基準等の適用　

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日。）を当

事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額

基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について、

従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間ごとに設定された

複数の割引率を使用する方法へ変更しております。　

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度

の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しておりま

す。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が889百万円減少し、繰越利益剰余金が889百万円増加しておりま

す。また、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。　

なお、当事業年度の１株当たり純資産額は25.50円増加し、１株当たり当期純損失金額に与える影響は軽微であり

ます。

　

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

前事業年度において区分掲記しておりました営業外費用の「支払手数料」（前事業年度86百万円）について

は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外費用の「その他」（当事業年度０百万円）に含め

て表示しております。
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(貸借対照表関係)

※１　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前事業年度の末

日が金融機関の休日であったため、次の満期日手形が、期末残高に含まれております。

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

受取手形 144百万円 ―百万円
 

 

　※２　関係会社に対する資産及び負債

　　区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

短期金銭債権 347百万円 328百万円

短期金銭債務 152百万円 529百万円
 

 
(損益計算書関係)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は80％（前事業年度は80％）であります。一般管理費に属する費目のお

およその割合は20％（前事業年度は20％）であります。主要な費目および金額は以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当事業年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

広告宣伝費 6,815百万円 6,088百万円

給与手当 8,538百万円 9,022百万円

減価償却費 741百万円 975百万円

退職給付費用 419百万円 414百万円

賞与引当金繰入額 782百万円 769百万円

貸倒引当金繰入額 △0百万円 △0百万円
 

 
※２　関係会社との取引高は以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日)

当事業年度
(自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日)

営業取引による取引高     

　売上高 58百万円 61百万円

　仕入高 3,158百万円 3,138百万円

　商品有償支給高 131百万円 102百万円

　販売費及び一般管理費 166百万円 165百万円

営業取引以外の取引による取引高 954百万円 925百万円
 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式等の貸借対照表計上額

  （単位：百万円）

区分 平成27年２月28日 平成28年２月29日

関係会社株式 5,039 5,319

関係会社出資金 0 0
 

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもの

であります。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

(繰延税金資産)   

関係会社株式評価損 4,665百万円 4,400百万円

関係会社出資金評価損 346百万円 314百万円

貸倒引当金 116百万円 277百万円

繰越欠損金 6,107百万円 5,248百万円

減価償却限度超過額 911百万円 728百万円

減損損失 712百万円 636百万円

退職給付引当金 464百万円 206百万円

賞与引当金 349百万円 317百万円

資産除去債務 528百万円 522百万円

その他 319百万円 345百万円

繰延税金資産小計 14,523百万円 13,000百万円

評価性引当額 △12,575百万円 △12,016百万円

繰延税金資産合計 1,948百万円 984百万円

   

(繰延税金負債)   

資産除去債務に対応する除去費用 366百万円 352百万円

その他 23百万円 8百万円

繰延税金負債合計 389百万円 360百万円

繰延税金資産の純額 1,558百万円 623百万円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

法定実効税率 38.0％ ―％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8 ―

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.0 ―

住民税均等割額 1.9 ―　

試験研究費税額控除 △0.0 ―

評価性引当額の増減 △33.4 ―

税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正 1.6 ―

その他 △0.2 ―

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.7％ ―％
 

 

 

(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
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３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27

年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ

が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来

の35.6％から、平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1％に、平成29

年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3％となります。

この税率変更により繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が46百万円減少し、当事業年度

に計上された法人税等調整額が47百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円増加しております。

４．決算日後の法人税等の税率変更

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率

等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は、平成29年３月１日から開始する事業年度及び平成30年３月１日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時

差異等については、32.3％から30.9％に、また、平成31年３月１日から開始する事業年度以降に解消が見込まれる

一時差異等については、32.3％から30.6％に変更されます。

　なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 

(重要な後発事象)

当社は、平成28年５月26日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションと

しての新株予約権を発行することを決議いたしました。

なお、詳細につきましては、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（９）ストックオプション制度の内

容」に記載しております。　
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産        

　建物 12,711 527 622 12,616 9,755 404 2,860

　構築物 148 3 0 151 116 8 35

　機械及び装置 123 1 ― 124 120 1 4

　車両運搬具 0 0 ― 1 1 0 0

　工具、器具及び備品 2,827 424 186 3,065 2,454 205 611

　土地 3,508 ― ― 3,508 ― ― 3,508

　リース資産 1,942 807 0 2,749 409 148 2,340

　建設仮勘定 248 2 247 3 ― ― 3

有形固定資産計 21,512 1,767 1,057 22,222 12,856 769 9,365

無形固定資産        

　特許権 3 ― ― 3 2 0 0

　借地権 1,240 35 ― 1,275 ― ― 1,275

　商標権 47 1 ― 48 34 3 14

　ソフトウエア 1,341 213 141 1,413 685 242 727

　 その他 61 ― ― 61 ― ― 61

無形固定資産計 2,694 249 141 2,802 723 245 2,079

長期前払費用 83 141 15 209 65 48 143
 

(注) １ 当期増減額の主なものは、次のとおりであります。

 

 資産の種類 金額(百万円) 内容

増加 リース資産 807 店舗造作等

減少 建物 622 営業店内部造作の除去
 

２ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 785 286 0 68 1,003

賞与引当金 983 959 983 ― 959

商品保証引当金 117 124 117 ― 124

返品調整引当金 152 105 ― 152 105

店舗閉鎖損失引当金 10 1 10 ― 1
 

 

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額及び回収に伴う戻入額であります。

２　返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 
(3) 【その他】

    該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日 ８月31日、２月末日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・
売渡し

 

　　取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　　三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額。

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。

http://www.aderans.com/koukoku/index.html/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書  

 
事業年度　第46期(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日) 平成27年５月28日

関東財務局長に提出
 

　

(2)内部統制報告書及びその添付書類  

 
事業年度　第46期(自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日) 平成27年５月28日

関東財務局長に提出
 

　

(3)四半期報告書、四半期報告書の確認書  

 
第47期第１四半期(自　平成27年３月１日　至　平成27年５月31日) 平成27年７月15日

関東財務局長に提出
 

 
第47期第２四半期(自　平成27年６月１日　至　平成27年８月31日) 平成27年10月15日

関東財務局長に提出
 

 
第47期第３四半期(自　平成27年９月１日　至　平成27年11月30日) 平成28年１月14日

関東財務局長に提出
 

　

(4)臨時報告書  

 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発行）

の規定に基づく臨時報告書

平成27年５月28日

関東財務局長に提出
 

 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（議決権行使結果）の

規定に基づく臨時報告書

平成27年５月29日

関東財務局長に提出
 

 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の

規定に基づく臨時報告書

平成27年９月１日

関東財務局長に提出
 

　

(5)訂正臨時報告書  

 
平成27年５月28日提出の臨時報告書（新株予約権の発行）に係る臨時報告書 平成27年７月24日

関東財務局長に提出
 

　

(6)訂正発行登録書（社債）  

 

 

 

 
 

平成27年５月28日

平成27年５月28日

平成27年５月29日

平成27年７月15日

平成27年７月27日

平成27年10月15日

平成28年１月14日

関東財務局長に提出
 

　

(7)自己株券買付状況報告書  

  平成27年11月10日

関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成28年５月26日

株式会社アデランス

取締役会　御中

三優監査法人

    
 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　古　　藤　　智　　弘　　㊞

    
 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　齋　　藤   浩   史　　㊞

    
 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アデランスの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社アデランス及び連結子会社の平成28年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アデランスの平成28

年２月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社アデランスが平成28年２月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成28年５月26日

株式会社アデランス

取締役会　御中

三優監査法人

    
 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　古　　藤 　 智　　弘　　㊞

    
 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　齋　　藤 　 浩 　 史　　㊞

    
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アデランスの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第47期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社アデランスの平成28年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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